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1. この目論見書により行う techWIN ゴールドマン・サックス・テクノロジー戦略ファンド

(以下｢本ファンド｣といいます。)の受益証券の募集については、委託会社は、証券取引

法第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 15 年 8 月 15 日に関東財務局長に

提出しており、平成 15 年 8 月 16 日にその届出の効力が生じております。また、同法

第７条の規定により平成 16 年 2 月 17 日に有価証券届出書の訂正届出書を関東

財務局長に提出しております。 

2. 本ファンドは株式など値動きのある証券に投資し、基準価額は変動します。したがって、

元金が保証されているものではありません。 
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（注1） 本書においてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を以下「委託会社」または「当社」といいます。

（注2） 本書において投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法第198号。その後の改正を含みます。）を以下「投
資信託法」といいます。

（注3） 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示
された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。



1

１－１．１－１．１－１．１－１． 商品概要商品概要商品概要商品概要

１．１．１．１．１．１．１．１． ファンド概要ファンド概要ファンド概要ファンド概要ファンド概要ファンド概要ファンド概要ファンド概要

※2004年2月17日現在、委託会社が認識し得る2004年12月までのシンガポール証券取引所・銀行の休業日です。
（休業日は変更されることがありますので、必ず事前に取扱販売会社までお問い合わせください。）

フ ァ ン ド 名

商 品 分 類

フ ァ ン ド の ね ら い

主 な 投 資 対 象

信 託 設 定 日

募 集 期 間

募 集 総 額

信 託 期 間

決 算 日

収 益 分 配

信 託 報 酬

信 託 事 務 の 諸 費 用

委 託 会 社

受 託 銀 行

2000年5月31日

純資産総額に対して年率1.995%（税込）

techWIN ゴールドマン・サックス・テクノロジー戦略ファンド
（以下「本ファンド」または「techWIN」といいます。）

信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

日本およびその他アジア・オセアニア諸国のテクノロジー関連企業の株式を主要投資対象と
します。

追加型株式投資信託／国際株式型（日本・アジア・オセアニア型）／自動けいぞく投資可能

純資産総額に対して年率0.05%を上限として定率で差引かれます。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

年2回の決算時
（分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。）
自動けいぞく投資コースの場合は、分配金は税金を差引いた後自動的に無手数料で全額再
投資されます。

みずほ信託銀行株式会社

5,000億円を上限とします。

2003年8月16日から2004年8月17日まで
* 募集期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

毎年5月15日および11月15日。（ただし、休業日の場合は翌営業日）

原則として無期限

2004年 4月 9日 復活祭（聖金曜日）

5月 1日 労働者の日

6月 2日 仏教徒祭典（ベサク・デー）

8月 9日 独立記念日

11月 11日 ヒンズー教徒の祭典（ディパバリ）

11月 15日 ラマダンの断食（イスラム教徒の祭日）

12月 25日 クリスマス

シンガポール証券取引所・銀行の休業日シンガポール証券取引所・銀行の休業日シンガポール証券取引所・銀行の休業日シンガポール証券取引所・銀行の休業日
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お買付け・ご換金の申込
受 付

受 付 締 切 時 間

お買付価額・ご換金価額

お 買 付 単 位
（注）

お 申 込 手 数 料

ご 換 金 単 位

信 託 財 産 留 保 額

ご換金代金のお支払い

課 税 関 係

原則として換金申込日から起算して5営業日目からお申込みの取扱販売会社でお支払い
致します。

1万口以上1万口単位（自動けいぞく投資コースの場合は1口単位）。信託財産の資金管
理を円滑に行うため、1顧客1日当たり3億円を超える大口の解約には制限があります。

基準価額に対して0.30%

お買付価額はお申込日の翌営業日の基準価額になります。ご換金価額はお申込日の翌
営業日の基準価額より信託財産留保額を控除した金額となります（解約請求制）。

a. 一般コース
b. 自動けいぞく投資コース

： １万口以上１万口単位
： １万円以上１円単位

購入時において、「一般コース」または「自動けいぞく投資コース」のどちらかをお選びいただくこ
とになります。一度お選びいただいたコースは、途中で変更することはできません。

収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額に対して個人の
受益者については10％、法人の受益者については7％の税率により源泉徴収されます。詳しくは
後記「8-2.課税上の取扱い」をご参照ください。

原則として毎営業日（シンガポール証券取引所またはシンガポールの銀行の休業日を除きま
す。）

毎営業日の午後3時（国内の証券取引所の半休日は午前11時）
（注）取扱販売会社によって受付時間が異なる場合がございます。

3.15％（税込）を上限として、各取扱販売会社が別途定める料率

１．１．１．１．１．１．１．１． ファンド概要ファンド概要ファンド概要ファンド概要ファンド概要ファンド概要ファンド概要ファンド概要

１－２．１－２．１－２．１－２． お買付けとご換金お買付けとご換金お買付けとご換金お買付けとご換金

techWIN ゴールドマン・サックス・テクノロジー戦略ファンド

お申込みの詳細については、取扱販売会社にお問い合わせのうえ、ご確認ください。

（注）
• 「一般コース」は、分配金をそのつど受取るコースです。

• 「自動けいぞく投資コース」は、分配金が税金を差引かれた後、自動的に再投資されるコースです。お買付けに際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契

約」（取扱販売会社によっては名称が異なる場合もございます。）を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
• 取扱販売会社によっては、最低申込単位が異なる場合や、いずれかのコースのみのお取扱いとなる場合があります。

• 取扱販売会社によっては、自動けいぞく投資コースを申込まれた場合でも、収益分配金を定期的に受け取る旨の契約を締結することもできます。
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２．２．２．２．２．２．２．２． ファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイント

１．本ファンドは、主として１．本ファンドは、主として１．本ファンドは、主として１．本ファンドは、主として““““テクノロジーの世界連鎖テクノロジーの世界連鎖テクノロジーの世界連鎖テクノロジーの世界連鎖””””（注（注（注（注1111））））の中での中での中での中で““““勝ち残る勝ち残る勝ち残る勝ち残る”””” （注（注（注（注2222））））と委託会社が考える日本およびと委託会社が考える日本およびと委託会社が考える日本およびと委託会社が考える日本および
その他アジア・オセアニア諸国その他アジア・オセアニア諸国その他アジア・オセアニア諸国その他アジア・オセアニア諸国（注（注（注（注3333）））） ((((オーストラリア、中国、香港、インド、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、オーストラリア、中国、香港、インド、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、オーストラリア、中国、香港、インド、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、オーストラリア、中国、香港、インド、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、
ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、シンガポール、スリランカ、台湾、タイ等ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、シンガポール、スリランカ、台湾、タイ等ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、シンガポール、スリランカ、台湾、タイ等ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、シンガポール、スリランカ、台湾、タイ等))))のテクノロジー関連企業のテクノロジー関連企業のテクノロジー関連企業のテクノロジー関連企業（注（注（注（注4444））））

の上場／店頭登録株式の上場／店頭登録株式の上場／店頭登録株式の上場／店頭登録株式((((これに準ずるものを含みます。）に投資し、原則として、その組入れ比率は高位に保これに準ずるものを含みます。）に投資し、原則として、その組入れ比率は高位に保これに準ずるものを含みます。）に投資し、原則として、その組入れ比率は高位に保これに準ずるものを含みます。）に投資し、原則として、その組入れ比率は高位に保
ちますちますちますちます((((ただし、投資環境等により、当該株式の組入れ比率を引き下げる場合もあります。ただし、投資環境等により、当該株式の組入れ比率を引き下げる場合もあります。ただし、投資環境等により、当該株式の組入れ比率を引き下げる場合もあります。ただし、投資環境等により、当該株式の組入れ比率を引き下げる場合もあります。 ))))。。。。

２．原則として日本企業の株式と日本以外のアジア・オセアニア企業の株式への当初の投資比率は２．原則として日本企業の株式と日本以外のアジア・オセアニア企業の株式への当初の投資比率は２．原則として日本企業の株式と日本以外のアジア・オセアニア企業の株式への当初の投資比率は２．原則として日本企業の株式と日本以外のアジア・オセアニア企業の株式への当初の投資比率は70707070：：：：30303030を基を基を基を基

本として資産配分を行います。本として資産配分を行います。本として資産配分を行います。本として資産配分を行います。

３．原則として外貨建資産に対しては為替ヘッジを行いません。３．原則として外貨建資産に対しては為替ヘッジを行いません。３．原則として外貨建資産に対しては為替ヘッジを行いません。３．原則として外貨建資産に対しては為替ヘッジを行いません。

（注）市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。

本ファンドの特徴本ファンドの特徴本ファンドの特徴本ファンドの特徴本ファンドの特徴本ファンドの特徴本ファンドの特徴本ファンドの特徴

２－１．２－１．２－１．２－１． ファンドの特徴ファンドの特徴ファンドの特徴ファンドの特徴

(注1)　 ここでいう｢テクノロジーの世界連鎖｣とは、ある技術の概念がある国で生まれ、それが国境を越えて別の国で洗練、生産
されるというプロセスを抽象化したものであり、各プロセスに適するあるいはこれを得意とする国・地域が主な舞台となり、世
界的な分業体制のもとでさまざまな技術が発展を遂げてきたというコンセプトです。

(注2)　 ここでいう｢委託会社が『勝ち残る』と考える企業｣とは、テクノロジー分野で発展の鍵を握るとファンド・マネージャーが考え、
かつ持続的な競争力と長期的な収益拡大を可能にする財務基盤と財務戦略を有するとファンド・マネージャーが判断し
た企業をいいます。

(注3)　本書において｢国｣には地域を含みます。
(注4)　 ここでいう｢テクノロジー関連企業｣とは、技術進歩や技術改良につながる、またこれらから恩恵を受ける可能性のある商

品、サービス等の提供、利用あるいは開発に従事しているとファンド・マネージャーが判断する企業のことで、具体的には
家電、通信機器、半導体/半導体製造装置、電子部品、精密機器、ソフトウェア、通信/インタ－ネット、メディア/コン
テンツ等の産業において製品またはサービスの開発、製造、販売等を行う企業をいいます。



4

２．２．２．２．２．２．２．２． ファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイント

２－１．２－１．２－１．２－１． ファンドの特徴ファンドの特徴ファンドの特徴ファンドの特徴

techWINtechWINtechWINtechWINはははは21212121世紀のテクノロジー分野で発展の鍵を握るとゴールドマン・サックスが考える日本、アジア・オセアニアの世紀のテクノロジー分野で発展の鍵を握るとゴールドマン・サックスが考える日本、アジア・オセアニアの世紀のテクノロジー分野で発展の鍵を握るとゴールドマン・サックスが考える日本、アジア・オセアニアの世紀のテクノロジー分野で発展の鍵を握るとゴールドマン・サックスが考える日本、アジア・オセアニアの

企業に投資するファンドです。企業に投資するファンドです。企業に投資するファンドです。企業に投資するファンドです。

テクノロジーの発展は、歴史的には研究・開発、製品化、生産という分業体制の下で実現されてきたと考えられます。

近年のテクノロジー産業は、企業の情報化と企業活動のグローバル化に伴い国境を越えた分業体制の下で発展し

ていると考えます。

たとえば、ノート型パソコンは米国でその概念が生まれ、日本の小型/軽量化技術で洗練され、アジア諸国が世界の

工場として生産を担う、という「概念－洗練－生産」の“テクノロジーの世界連鎖”というプロセスの下で発展してきたと

考えられます。また、今日では次世代デジタル家電などの分野で新しい概念が日本でも生まれようとしていると思われ

ます。

このようなこのようなこのようなこのような ““““テクノロジーの世界連鎖テクノロジーの世界連鎖テクノロジーの世界連鎖テクノロジーの世界連鎖””””の中で今後より重要な役割を担うと考えられる日本、アジア・オセアニア諸国のの中で今後より重要な役割を担うと考えられる日本、アジア・オセアニア諸国のの中で今後より重要な役割を担うと考えられる日本、アジア・オセアニア諸国のの中で今後より重要な役割を担うと考えられる日本、アジア・オセアニア諸国の

企業を中心に投資します。企業を中心に投資します。企業を中心に投資します。企業を中心に投資します。

ファンドのコンセプトファンドのコンセプトファンドのコンセプトファンドのコンセプト

““““テクノロジーの世界連鎖テクノロジーの世界連鎖テクノロジーの世界連鎖テクノロジーの世界連鎖 ””””““““““““テクノロジーの世界連鎖テクノロジーの世界連鎖テクノロジーの世界連鎖テクノロジーの世界連鎖テクノロジーの世界連鎖テクノロジーの世界連鎖テクノロジーの世界連鎖テクノロジーの世界連鎖 ””””””””

（安価な供給） （製品化／製造技術） （研究・開発）

インターネット
米国 ・日本・アジア

（サービス）
米国 米国

パソコン 関連 アジア 日本 米国

次世代デジタル家電

／デジタル AV 技術
アジア 日本 日本

生生生生生生生生 産産産産産産産産

国境を越えた分業体制国境を越えた分業体制国境を越えた分業体制国境を越えた分業体制国境を越えた分業体制国境を越えた分業体制国境を越えた分業体制国境を越えた分業体制

具体例

techWINが
注目するセクター（例 )

洗洗洗洗洗洗洗洗 練練練練練練練練 概概概概概概概概 念念念念念念念念

上記の図は、 “テクノロジーの世界連鎖”のコンセプトを、米国・日本・アジア地域および業種セクターの具体例との関連において説明するために、ゴールドマン・サッ

クス・アセット・マネジメント株式会社が事実を抽象化、単純化して作成した概念図です。上記“techWINが注目するセクター”は説明のために例示したものであり、
本ファンドがこれらのセクターに必ずしも投資するとは限りません。

techWIN ゴールドマン・サックス・テクノロジー戦略ファンド
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２．２．２．２．２．２．２．２． ファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイント

２－１．２－１．２－１．２－１． ファンドの特徴ファンドの特徴ファンドの特徴ファンドの特徴

ファンドの銘柄選択のポイントファンドの銘柄選択のポイントファンドの銘柄選択のポイントファンドの銘柄選択のポイント

日本およびその他アジア・オセアニア諸国のテクノロジー関連企業の中から、持続的な競争力と長期的な収益拡大を

可能にする財務基盤と財務戦略を有するとファンド・マネージャーが判断した企業を中心に投資することで、“テクノロ

ジーの世界連鎖”の中で “勝ち残る”企業に投資するという、これまでのテクノロジー・ビジネスへの投資とは異なる視

点に基づいた確固とした投資戦略を追求します。

techWINtechWINtechWINtechWINtechWINtechWINtechWINtechWINが投資するアジア企業の特徴が投資するアジア企業の特徴が投資するアジア企業の特徴が投資するアジア企業の特徴が投資するアジア企業の特徴が投資するアジア企業の特徴が投資するアジア企業の特徴が投資するアジア企業の特徴

techWINtechWINtechWINtechWINtechWINtechWINtechWINtechWINが投資するが投資するが投資するが投資するが投資するが投資するが投資するが投資する““““““““勝ち残る勝ち残る勝ち残る勝ち残る勝ち残る勝ち残る勝ち残る勝ち残る””””””””テクノロジー関連企業の条件テクノロジー関連企業の条件テクノロジー関連企業の条件テクノロジー関連企業の条件テクノロジー関連企業の条件テクノロジー関連企業の条件テクノロジー関連企業の条件テクノロジー関連企業の条件

techWINtechWINtechWINtechWINtechWINtechWINtechWINtechWINが投資する日本企業の特徴が投資する日本企業の特徴が投資する日本企業の特徴が投資する日本企業の特徴が投資する日本企業の特徴が投資する日本企業の特徴が投資する日本企業の特徴が投資する日本企業の特徴

� 発展の鍵となる重要かつ高度な技術を有す
る企業

� デファクト・スタンダード（業界標準）を追求す
る企業

� グループ企業内での相乗効果を生むビジネ
スモデルを有する企業

＋＋＋＋ ＋＋＋＋
持続的な競争力と収益拡大を可能にする財務基盤と財務戦略持続的な競争力と収益拡大を可能にする財務基盤と財務戦略持続的な競争力と収益拡大を可能にする財務基盤と財務戦略持続的な競争力と収益拡大を可能にする財務基盤と財務戦略持続的な競争力と収益拡大を可能にする財務基盤と財務戦略持続的な競争力と収益拡大を可能にする財務基盤と財務戦略持続的な競争力と収益拡大を可能にする財務基盤と財務戦略持続的な競争力と収益拡大を可能にする財務基盤と財務戦略

� 生産の受け皿としての地位を確立／規模の
経済による競争力を確保した企業

� 競争力のある技術を組み合わせることにより
付加価値を強化した企業

� 安い労働コストをベースにした価格競争力を
有する企業

注1：上記の業種･商品･サービスの分類は、ゴールドマン･サックス・アセット・マネジメント株式会社が独自に調査しまとめたものです。

注2：上記の表は主要投資対象を例示したものであり、本ファンドの投資先がこれらのセクターに限定されるものではなく、また今後本ファンドが上記セクターに投

資することをお約束するものではありません。

投資対象となる日本・アジア・オセアニア諸国の主なテクノロジー・セクターの例投資対象となる日本・アジア・オセアニア諸国の主なテクノロジー・セクターの例投資対象となる日本・アジア・オセアニア諸国の主なテクノロジー・セクターの例投資対象となる日本・アジア・オセアニア諸国の主なテクノロジー・セクターの例

商品・サービス商品・サービス商品・サービス商品・サービス

家電 デジタル家電、デジタルＡＶ機器、ＤＶＤ

通信機器 携帯電話、基地局

半導体 /半導体製造装置 DRAM、フラッシュ・メモリー、 テスター、ステッパー

電子部品 TFT （薄膜トランジスタ型液晶）、小型モ－タ－、セラミック・コンデンサー

精密機器 カメラ、磁気ディスク、医療用測定器

Webを用いたシステム・ソリュ－ション

ソフトウェア・コンサルティング

ソフトウェア開発

ケ－ブル、衛星、ISP（インタ－ネット・サ－ビス・プロバイダ－）

テレビ、出版、音楽、映画、ゲームメディア/コンテンツ

業種業種業種業種

ハ－ドウェア

ソフトウェア

通信/インタ－ネット
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２．２．２．２．２．２．２．２． ファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイント

� ““““テクノロジーの世界連鎖テクノロジーの世界連鎖テクノロジーの世界連鎖テクノロジーの世界連鎖””””の鍵を握る日本企業を選別する３つの視点の鍵を握る日本企業を選別する３つの視点の鍵を握る日本企業を選別する３つの視点の鍵を握る日本企業を選別する３つの視点

１．テクノロジーの進化、発展の鍵となる重要かつ高度な技術を有する企業１．テクノロジーの進化、発展の鍵となる重要かつ高度な技術を有する企業１．テクノロジーの進化、発展の鍵となる重要かつ高度な技術を有する企業１．テクノロジーの進化、発展の鍵となる重要かつ高度な技術を有する企業

携帯電話、パソコン、AV機器などはダウンサイジング（小型化･軽量化）と大容量化の両方を可能にする技

術が進化・発展の鍵を握っていると考えられ、このような技術を育む電子部品･デバイスのセクターにおいて、

高い競争力を持つ日本企業に注目します。

２．デファクト・スタンダード（業界標準）を追求する企業２．デファクト・スタンダード（業界標準）を追求する企業２．デファクト・スタンダード（業界標準）を追求する企業２．デファクト・スタンダード（業界標準）を追求する企業

急速に進化しつつある携帯電話をはじめとする移動体通信技術ではセルラー端末、メモリー、システムLSIな

どの要素技術が発展の鍵を握ると考えられ、この分野で次世代技術のデファクト・スタンダードを確立するポ

テンシャルを有する日本企業に注目します。

３．グループ企業内での相乗効果を生むビジネスモデルを有する企業３．グループ企業内での相乗効果を生むビジネスモデルを有する企業３．グループ企業内での相乗効果を生むビジネスモデルを有する企業３．グループ企業内での相乗効果を生むビジネスモデルを有する企業

デジタルAV技術分野において、グループ力を活かし、次世代ゲーム機、デジタルTV、DVD、次世代メモリーカー

ド等の開発等で先行し、次世代デジタル家電の分野で競争優位を確立すると思われる日本の民生用エレ

クトロニクス企業に注目します。

２－１．２－１．２－１．２－１． ファンドの特徴ファンドの特徴ファンドの特徴ファンドの特徴

� 世界の工場を担うアジア企業を選別する３つの視点世界の工場を担うアジア企業を選別する３つの視点世界の工場を担うアジア企業を選別する３つの視点世界の工場を担うアジア企業を選別する３つの視点

１．生産の受け皿としての地位を確立／１．生産の受け皿としての地位を確立／１．生産の受け皿としての地位を確立／１．生産の受け皿としての地位を確立／ 規模の経済による競争力を確保した企業規模の経済による競争力を確保した企業規模の経済による競争力を確保した企業規模の経済による競争力を確保した企業

アジアのテクノロジー・セクターで技術的競争優位を確立し、規模の経済により競争力を確保し、世界の工

場としての地位を確立したアジア企業に注目します。

２．競争力のある技術を組み合わせることにより付加価値を強化した企業２．競争力のある技術を組み合わせることにより付加価値を強化した企業２．競争力のある技術を組み合わせることにより付加価値を強化した企業２．競争力のある技術を組み合わせることにより付加価値を強化した企業

競争力のある企業同士が協力することにより、より付加価値の高いサービスの供給を実現し、競争力を増し

た企業に注目します。

３．安い労働コストをベースにした価格競争力を有する企業３．安い労働コストをベースにした価格競争力を有する企業３．安い労働コストをベースにした価格競争力を有する企業３．安い労働コストをベースにした価格競争力を有する企業

アジア地域におけるプログラマーやエンジニア等の技術者の人件費水準と豊富な労働力の優位性を活用し、

価格競争力を確保することができたアジア企業に注目します。

techWIN ゴールドマン・サックス・テクノロジー戦略ファンド
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２．２．２．２．２．２．２．２． ファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイント

２－２．２－２．２－２．２－２． 投資対象投資対象投資対象投資対象

日本日本日本日本
70%70%70%70%

アジア・オセアアジア・オセアアジア・オセアアジア・オセア
ニア地域ニア地域ニア地域ニア地域
30%30%30%30%

中国、台湾、香港、インド、韓国、マレーシア、パキスタン、
シンガポール、フィリピン、タイ、オーストラリア、ニュージーラ
ンドなど

日本企業の株式と日本以外のアジア・オセアニア企業の株式への投資比率は、市場の時価総額等を考慮して、委

託会社および投資顧問会社であるゴールドマン・サックス（シンガポール) ピー・ティー・イーの運用チームにより構成され

た資産配分委員会にて決定します。なお、当初の投資比率は70:30を基本として資産配分を行います。

投資対象国市場への直接投資に加えて、海外の証券取引所等において取引されている投資対象国企業の株式

等にも投資します。

中長期的視点から各市場の企業業績見通しに重点を置き、金利の水準やその方向性、株価収益率等を考慮し、

市場期待収益率の予測値も参考にしながら投資先企業の地域配分比率を決定します。

投資対象会社への会社訪問や工場見学等による直接調査の上、ファンダメンタルズ分析に基づいて個別銘柄の組

入れを決定します。組入れ銘柄の選択に際しては、(1)資本効率が高いまたは改善していること、(2)経営陣の質およ

びその能力が高いこと、(3)平均以上の成長率を中長期的に維持できると見込まれること等を主な評価ポイントとしま

す。

投資対象地域の基本配分投資対象地域の基本配分投資対象地域の基本配分投資対象地域の基本配分

(注)上記の投資比率は当初設定時の基準となる比率であり、市況動向、資金動向等によっては変更となる場合があります。
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２．２．２．２．２．２．２．２． ファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイント

２－３．２－３．２－３．２－３． 運用手法運用手法運用手法運用手法

ここでいうテクノロジー運用チームとは、本ファンドの運用を担当する運用チームにおいて、中心的役割を担うテクノロジー･セクター担当のファンド･マネージャ

ーのことを指します。

� 投資プロセスは①地域別配分と②銘柄選択の投資プロセスは①地域別配分と②銘柄選択の投資プロセスは①地域別配分と②銘柄選択の投資プロセスは①地域別配分と②銘柄選択の2222段階で行われます。段階で行われます。段階で行われます。段階で行われます。

地域別配分：日本・アジア・オセアニア諸国間の資産配分の決定地域別配分：日本・アジア・オセアニア諸国間の資産配分の決定地域別配分：日本・アジア・オセアニア諸国間の資産配分の決定地域別配分：日本・アジア・オセアニア諸国間の資産配分の決定

日本企業の株式と日本以外のアジア・オセアニア諸国の企業の株式への投資比率は、市場の時価総額等

を考慮して、委託会社および投資顧問会社であるゴールドマン・サックス（シンガポール) ピー・ティー・イーの運

用チームにより構成された資産配分委員会にて決定します。

銘柄選択：グローバルな視点での情報交換を反映銘柄選択：グローバルな視点での情報交換を反映銘柄選択：グローバルな視点での情報交換を反映銘柄選択：グローバルな視点での情報交換を反映

日本株に関しては東京の運用チーム、アジア・オセアニア諸国(日本を除く)の企業の株式についてはシンガポー

ルの運用チームが行うとともに、定期的に東京とシンガポールの運用チームが投資対象会社への会社訪問や

工場見学による直接調査の上、ファンダメンタルズ分析に基づいて個別銘柄の組入れを決定します。また、

東京とシンガポールの運用チーム間で銘柄検討の電話会議を開き、密接な情報交換と討論を行っています。

欧州や米国のテクノロジー株の情報や分析についても、ゴールドマン･サックス・グループの各地域の運用チー

ムと電話会議を行い、グローバルな調査を活用しています。

資産配分委員会

グローバル・テクノロジー運用チームグローバル・テクノロジー運用チームグローバル・テクノロジー運用チームグローバル・テクノロジー運用チーム

日本株テクノロジー日本株テクノロジー
運用チーム運用チーム
（東京）（東京）

アジア・オセアニアアジア・オセアニア
（日本を除く）株（日本を除く）株

テクノロジー運用チームテクノロジー運用チーム
（シンガポール）（シンガポール）

情報の交換

欧州株運用チーム欧州株運用チーム
（ロンドン）（ロンドン）

米国株米国株運用チーム運用チーム
（ニューヨーク、タンパ）（ニューヨーク、タンパ）

地域別配分地域別配分地域別配分地域別配分 ：：：：

銘柄選択銘柄選択銘柄選択銘柄選択 ：：：：
本ファンドの運用を担当

（注）

techWIN ゴールドマン・サックス・テクノロジー戦略ファンド
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２．２．２．２．２．２．２．２． ファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイント

２－４．２－４．２－４．２－４． 運用プロセス運用プロセス運用プロセス運用プロセス

本ファンドの運用は、原則として以下のプロセスに基づいて、ファンド･マネージャーが“テクノロジーの世界連鎖”の中で

“勝ち残る”と考える企業を選定していきます。

Step1Step1Step1Step1

Step2Step2Step2Step2

Step3Step3Step3Step3

Step5Step5Step5Step5

Step4Step4Step4Step4

投資対象の選択投資対象の選択投資対象の選択投資対象の選択

スクリーニングスクリーニングスクリーニングスクリーニング

会社訪問会社訪問会社訪問会社訪問

銘柄選定銘柄選定銘柄選定銘柄選定

ポートフォリオの構築ポートフォリオの構築ポートフォリオの構築ポートフォリオの構築

投資対象を、時価総額／業種セクター等に着目し選択しま
す。

投資対象構成銘柄を、a) PER、EV/EBITDA＊、フリー・キャッ
シュ・フロー・イールド等に着目したバリュエーション分析 および
b) 業界内のポジション、バランス・シート、ROE等に注目したファ
ンダメンタルズ分析に基づいてランク付けします。

ファンド・マネージャーが自ら会社・工場訪問を行い、対象企
業の経営戦略、経営目標、競争力、資金計画等を調査し
ます。その訪問先はその他競合他社、納入業者、顧客にも
及びます。

運用チームによりスクリーニングをされた投資対象について、業
績予測およびリスクの特定を同運用チーム内でのディスカッショ
ンを通じて行います。

ファンド・マネージャーがテクノロジー関連企業のファンダメンタル
ズ分析・株価の割安度を再チェックして、リスク分析を行い、
最終ポートフォリオを構築します。

(注)本運用プロセスがその目的を達成できる保証はありません。また本運用プロセスは変更される場合があります。

＊株価水準を測るひとつの指標で、この倍率が低ければ、株価は割安ということになります。EV（Enterprise Value）とは企業の買
収価値のことで、株式時価総額（株価ｘ発行済み株式数）+有利子負債-現預金の計算式で求められるものです。EBITDA
（Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization）とは、金利・税金・償却前利益のことです。
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３．３．３．３．３．３．３．３． 運用体制運用体制運用体制運用体制運用体制運用体制運用体制運用体制

本ファンドの運用は、委託者であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社（東京）およびシンガポールに

本拠を置くゴールドマン・サックス（シンガポール) ピー・ティー・イーが担当します。本ファンドの運用においてゴールドマン・

サックス・アセット・マネジメント株式会社は日本企業の株式の運用を、ゴールドマン・サックス（シンガポール) ピー・

ティー・イーは日本を除くアジア・オセアニア諸国の企業の株式の運用を担当しています。加えて、米国ニューヨークに

本拠を置くゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク)、英国ロンドンに本拠を置くゴー

ルドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル(GSAMロンドン)の各拠点のファンド・マネージャーとともにグ

ローバルでテクノロジー運用チームを構成しており、定期的なミーティング等を通じて情報の共有化を図っています。

ファンドの運用に関する社内規定として、ファンド・マネージャーが遵守すべき服務規程のほか、有価証券などの売買

執行基準およびその遵守手続きなどに関して取扱い基準を設けることにより、法令遵守の徹底を図るとともに、利益

相反となる取引、インサイダー取引等を防止し、かつ売買執行においては最良執行に努めています。（運用の全部ま

たは一部を海外に外部委託する場合は、現地の法令および諸規則にもあわせて従うこととなります。）

３－１．３－１．３－１．３－１． ゴールドマン・サックスの運用体制ゴールドマン・サックスの運用体制ゴールドマン・サックスの運用体制ゴールドマン・サックスの運用体制

３－２．３－２．３－２．３－２． 運用体制に関する社内規則等運用体制に関する社内規則等運用体制に関する社内規則等運用体制に関する社内規則等

2003年12月末現在

地
域

セクター

日本
（東京）

米国
（ニューヨーク・タンパ）

アジア・オセアニア
（シンガポール）

欧州
（ロンドン）

消
費
関
連

金
融
サ
ー
ビ
ス

イ
ン
フ
ラ
・
資
源
関
連

ヘ
ル
ス
・
サ
イ
エ
ン
ス

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

グローバル・テクノロジー運用チームグローバル・テクノロジー運用チームグローバル・テクノロジー運用チームグローバル・テクノロジー運用チーム

日本株テクノロジー日本株テクノロジー

運用チーム運用チーム
（東京）（東京）

アジア・オセアニアアジア・オセアニア

（日本を除く）株（日本を除く）株

テクノロジー運用チームテクノロジー運用チーム
（シンガポール）（シンガポール）

情報の交換

欧州株運用チーム欧州株運用チーム

（ロンドン）（ロンドン）

米国株運用チーム米国株運用チーム

（ニューヨーク、タンパ）（ニューヨーク、タンパ）

ゴールドマン・サックスのグローバル株式運用体制ゴールドマン・サックスのグローバル株式運用体制ゴールドマン・サックスのグローバル株式運用体制ゴールドマン・サックスのグローバル株式運用体制

本ファンドの運用を担当

ここでいうテクノロジー運用チームとは、本ファンドの運用を担当する運用チームにおいて、中心的役割を担うテクノロ
ジー・セクター担当のファンド・マネージャーのことを指します。

（注）

techWIN ゴールドマン・サックス・テクノロジー戦略ファンド
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３．３．３．３．３．３．３．３． 運用体制運用体制運用体制運用体制運用体制運用体制運用体制運用体制

本ファンドにおいては、主に、ニューヨーク、ロンドン、東京を拠点とする委託会社グループ内に設置されたリスク管理・

パフォーマンス・グループにより、多角的に運用のリスク管理が行われています。リスク管理・パフォーマンス・グループは、

運用部門とは独立した組織として、第三者的な視点からポートフォリオのリスクをモニターします。リスク管理・パフォー

マンス・グループは、委託会社グループにおいてリスク管理についての最終的な責任を負うリスク管理委員会の監督の

下、具体的には、ポートフォリオが十分に分散されているか否か等につきモニターします。

また、委託会社および運用の拠点のコンプライアンス部門により、法令および信託約款等の遵守状況につきモニタリン

グが行われています。

上記は今後変更されることがあります。

2003年12月末現在
リスク管理委員会リスク管理委員会リスク管理委員会リスク管理委員会

リスク管理・パフォーマンス・グループリスク管理・パフォーマンス・グループリスク管理・パフォーマンス・グループリスク管理・パフォーマンス・グループ

リスク・モデリングリスク・モデリングリスク・モデリングリスク・モデリング

＆リサーチ＆リサーチ＆リサーチ＆リサーチ

（リスク分析を担当）

リスク・モニタリングリスク・モニタリングリスク・モニタリングリスク・モニタリング

（ポートフォリオの

リスク水準を測定）

リスク・テクノロジーリスク・テクノロジーリスク・テクノロジーリスク・テクノロジー

（リスク・マネジメント

技術の向上）

３－３．３－３．３－３．３－３． リスク管理体制リスク管理体制リスク管理体制リスク管理体制

ポートフォリオ・ポートフォリオ・ポートフォリオ・ポートフォリオ・
パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス
（パフォーマンス計測・

分析・評価）
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４．４．４．４．４．４．４．４． 分配方針分配方針分配方針分配方針分配方針分配方針分配方針分配方針

年2回決算を行い、原則として毎計算期末(毎年5月15日および11月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)

に以下の方針に基づき収益分配を行います。

1. 長期的な信託財産の成長に資するため、収益分配金は少額に抑えることを基本方針とします。

2. 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買損益(評価損益も含みます。)等の範囲内とし

ます。

3. 分配金額は、委託会社が収益分配方針に従って、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。基

準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本(1万口＝1

万円)を下回る場合においても分配を行うことがあります。

4. 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、元本部分と同様に運用の基

本方針に基づき運用を行います。

※ 一般コースの場合、収益分配金は原則として決算日から起算して5営業日目から取扱販売会社を通じて支

払われます。

※ なお、自動けいぞく投資コースの場合、収益分配金は、税金を差引いた後自動的に無手数料で全額再投資

されます。自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合、受益証券の発行価格は、各決

算日の基準価額とします。

※ 自動けいぞく投資コースの場合、取扱販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取る旨の契約を締

結することができます。

techWIN ゴールドマン・サックス・テクノロジー戦略ファンド

４．４．４．４． 分配方針分配方針分配方針分配方針
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５．５．５．５．５．５．５．５． リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点

本ファンドへの投資には、資産価値に影響を及ぼす様々なリスクが伴いますので、基準価額の変動により投資元本

が減少する可能性があります。したがって元金は保証されていません。主なリスクとして以下のものが挙げられます。

１．株式への投資に伴うリスク（価格変動リスク・信用リスク）・集中投資リスク

本ファンドは、テクノロジー関連企業の株式を主要な投資対象としますので、本ファンドへの投資には、株式投

資にかかる価格変動リスク等の様々なリスクが伴うことになります。

本ファンドの基準価額は、株式等の組入有価証券の値動きにより大きく変動することがあり、元金が保証されて

いるものではありません。特にテクノロジー関連企業等の株式の下降局面では本ファンドの基準価額は大きく下

落する可能性が高いと考えられます。また、本ファンドは、一定の業種に対してより大きな比重をおいて投資を行

いますので、業種をより分散した場合と比較して、ボラティリティー（価格変動率）が高くより大きなリスクがあると

考えられます。

一般には株価は、個々の企業の活動や一般的な市場・経済の状況に反応して変動します。したがって、本ファ

ンドに組入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落していく可能性があります。株式市場には株価

の上昇と下降の波があり、これが繰り返される傾向にあります。現時点において価格が上昇傾向であっても、そ

の傾向が今後も継続する保証はありません。また発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金

が回収できなくなることもあります。

２．店頭登録株式等への投資に伴うリスク

本ファンドは、国内・海外を問わず店頭登録株式またはこれに準ずるものにも投資します。こうした株式には、証

券取引所に上場されている銘柄に比べて比較的新興であり、あるいは取引される株式数の少ない銘柄が少な

くありません。その結果、こうした株式への投資はボラティリティー（価格変動率）が比較的高く、また流動性の高

い株式に比べ市況によっては大幅な安値での売却を余儀なくされる可能性があることから、より大きなリスクを伴

います。

５－１．元本変動リスク５－１．元本変動リスク５－１．元本変動リスク５－１．元本変動リスク
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５．５．５．５．５．５．５．５． リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点

５－１．元本変動リスク５－１．元本変動リスク５－１．元本変動リスク５－１．元本変動リスク

３．日本以外の国への投資に伴うリスク

本ファンドは、日本を除くアジア・オセアニア諸国をも投資対象国として一定の資産配分を行います。これに伴い

以下のようなリスクがあります。

a. 為替リスク

これらの諸国を投資対象国とする場合、投資対象たる株式は外貨建となり、原則として為替ヘッジは行いませ

ん。したがって、本ファンドへの投資には為替変動リスクが伴います。市況によっては為替ヘッジを行うこともありま

すが、為替ヘッジを行うにあたりヘッジ・コストがかかります。為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに伴う

ヘッジ・コストが想定以上に発生することがあります。(ヘッジ・コストとは、為替ヘッジを行う通貨の金利と円の金

利の差に相当し、円の金利の方が低い場合この金利差分収益が低下します。)

為替レートは短期間に大幅に変動することがあります。為替レートは一般に、外国為替市場の需給、世界各

国への投資メリットの差異、金利の変動その他の様々な国際的要因により決定されます。また、為替レートは、

各国政府・中央銀行による介入、通貨管理その他の政策によっても変動する可能性があります。

b. カントリー・リスク

一般に、株式への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等様々な要因による影響を受けま

すが、これらの要因は時として予想を超える大きさの変動を市場にもたらすことがあります。その結果、特定の国

の株式への投資により予想に反して損失を被り、本ファンドの資産価値に大きな影響を与える可能性もありま

す。本ファンドには、こうした投資対象国の政治経済情勢、規制等様々な要因による影響を受けるカントリー・

リスクが伴います。

とりわけ、本ファンドの投資対象国における証券市場の中には、外国の投資家による投資に種々の規制が加え

られているものがあります。投資回収に政府の同意その他の制約が課せられる場合もあります。

c. エマージング市場への投資に伴うリスク

本ファンドの投資対象国にはいわゆるエマージング諸国が含まれます。エマージング諸国の市場への投資は、一

般的に株式の流動性が低く、市場環境やその国の政治状況によってはアジア通貨危機で見られたように投資

資金を日本円に戻すのに日数がかかる場合があります。その結果、解約代金の支払日が一部解約申込日か

ら起算して5営業日目を超える場合があります。また、大量の解約が出て信託財産中の流動性の高い証券を

売却するだけでは解約代金を捻出しきれないような場合など、状況によっては、解約の申込みを受付けない場

合もあります。

エマージング諸国の市場への投資には、先進国の市場への投資と比較して、上記のカントリー・リスクの中でも

特に次のような留意点があります。すなわち、財産の収用・国有化等のリスクや社会・政治・経済の不安定要

素がより大きいこと、市場規模が小さく取引高が低いことから株式の流動性が低く、流動性の高い場合に比べ、

市況によっては大幅な安値での売却を余儀なくされる可能性があること、為替レートやその他現地通貨の交換

に要するコストの変動が激しいこと、取引の決済制度上の問題、海外との資金決済上の問題等が挙げられま

す。その他にも、会計基準の違いから現地の企業に関する十分な情報が得られない、あるいは、一般に証券市

場における規制がより緩やかである、といった問題もあります。エマージング諸国におけるカストディアンやブローカー

に証券が預託される場合にもリスクが生じます。

techWIN ゴールドマン・サックス・テクノロジー戦略ファンド
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５．５．５．５．５．５．５．５． リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点

４．解約申込みに伴う基準価額の下落に関するリスク

短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入有価証券を市場実勢

より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

５．市場の閉鎖等に伴うリスク

証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済

事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより本ファンドの運用が影響

を被り、基準価額の下落につながることがあります。

６．先物取引等に伴うリスク

本ファンドは、運用において先物取引等を利用することがあります。先物取引等においては、ブローカーの破産

等が生じた場合に、取引の中断、債務不履行、一括清算、証拠金の返還の遅延もしくは不能等が起きる可

能性があり、これにより本ファンドが悪影響を被ることがあります。

７．コール･ローンの相手先に関するリスク

本ファンドは余資運用を原則としてコール・ローンで行いますが、これには相手先の信用リスクが伴います。

５－１．元本変動リスク５－１．元本変動リスク５－１．元本変動リスク５－１．元本変動リスク
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５．５．５．５．５．５．５．５． リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点

１．資産規模に関わる留意点

本ファンドの資産規模によっては、本書で説明するような投資が効率的にできない場合があります。その場合に

は、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。

２．受託銀行の信用力に関わる留意点

受託銀行の格付けが低下した場合や、その他信用力が低下した場合には、為替取引その他の取引の相手方

の提供するクレジット・ラインが削減される可能性があり、為替取引その他の取引ができなくなる可能性がありま

す。さらに、そのような場合には、為替取引その他の取引に関して、適用される契約の条項に従い、既に締結さ

れている当該契約が一括清算される可能性もあります。これらの場合には、そのような事情がない場合と比較し

て収益性が劣る可能性があります。

３．繰上償還に関わる留意点

本ファンドは、受益権の総口数が50億口を下回った場合等に、必要な手続を経て、繰上償還されることがあり

ます。繰上償還された場合には、手数料は返還されません。

４．法令・税制・会計等の変更可能性に関わる留意点

法令・税制・会計等は今後変更される可能性もあります。

５．受託銀行の辞任・解任に伴う委託会社の免責に関わる留意点

受託銀行は、委託会社の承諾を受けて本ファンドの受託者の任務を辞任することができます。また、委託会社

は信託約款に定める場合には受託銀行を解任することができます。

受託銀行が辞任しまたは解任されたもしくは解任されうる場合において、委託会社が信託約款に定める受託

者の義務を適切に履行する能力ある新受託者を選任することが不可能または困難であるときは、委託会社は

解任権を行使する義務も新受託者を選任する義務も負いません。委託会社は、受託銀行の解任または新受

託者の選任についての判断を誠実に行うよう努めますが、かかる判断の結果解任されなかった受託銀行または

選任された新受託者が倒産等により信託約款に定める受託者の義務を履行できなくなった場合には、委託会

社は、当該判断時において悪意であった場合を除き、これによって生じた損害について受益者に対し責任を負

いません。

６．その他の留意点

指定証券会社／登録金融機関より委託会社に対してお申込金額の払込みが現実になされるまでは、本ファ

ンドも委託会社もいかなる責任も負いません。

収益分配金、償還金および一部解約金の支払いはすべて指定証券会社／登録金融機関を通じて行われま

す。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を指定証券会社／登録金融機関に対して支払った後は、

受益者への支払いについての責任を負いません。

各指定証券会社／登録金融機関はその取次会社を通じて受益証券の販売を行うことがあります。さらに取次

会社は、指定証券会社／登録金融機関に代わり購入申込者への目論見書の交付、受益者への運用報告

書の交付、その他本ファンドに関する業務を行うことがあります。

委託会社は、指定証券会社／登録金融機関またはその取次会社とは別法人であり、委託会社は設定・運

用について、指定証券会社／登録金融機関またはその取次会社は販売(お申込代金の預り等を含みます。)

について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。

５－２．５－２．５－２．５－２． その他の留意点その他の留意点その他の留意点その他の留意点

techWIN ゴールドマン・サックス・テクノロジー戦略ファンド
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６．６．６．６．６．６．６．６． ファンドの情報提供ファンドの情報提供ファンドの情報提供ファンドの情報提供ファンドの情報提供ファンドの情報提供ファンドの情報提供ファンドの情報提供

６－１．６－１．６－１．６－１． 取扱販売会社取扱販売会社取扱販売会社取扱販売会社

本ファンドの取扱販売会社および取扱販売会社ごとの販売条件等（償還乗換優遇制度、換金乗換優遇制度を

含みます。）につきましては、下記の照会先で入手可能です。

６－２．６－２．６－２．６－２． 基準価額基準価額基準価額基準価額

本ファンドの基準価額（１万口当たりで表示されます。）は毎営業日算出されます。最新の基準価額は取扱販売会

社または下記の照会先で入手可能です。また、原則として、日本経済新聞（朝刊）の「オープン基準価格」欄に、基

準価額が掲載されます（略称：テック戦）。

６－３．６－３．６－３．６－３． 運用報告書運用報告書運用報告書運用報告書

原則として、年2回の計算期末（5月15日および11月15日）および信託終了時に、期中の運用経過のほか、信託財

産の内容、有価証券売買状況等を記載した運用報告書を作成し、取扱販売会社を通じてお渡しいたします。本ファ

ンドの信託財産の決算の内容は原則として公告されません。

６－４．６－４．６－４．６－４． その他ディスクロージャー資料その他ディスクロージャー資料その他ディスクロージャー資料その他ディスクロージャー資料

委託会社が設定・運用を行うファンドについては、通常、月次もしくは週次で運用経過について記載したレポートが作

成されています。最新のレポートは、取扱販売会社または下記のホームページにおいて入手可能です。

（照会先） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

電話 ： 03 (6437) 6000

(受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで)

ホームページ ： http://www.gs.com/japan/gsam
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７－１． お買付け 

1. 申込(払込)取扱場所 

申込（払込）取扱場所については、前記「６．ファンドの情報提供」記載の照会先までお問い合

わせください。原則として、申込取扱場所において払込を取扱います。 

 

2.  お申込みの方法 

お買付けのお申込みは、シンガポール証券取引所またはシンガポールの銀行の休業日である場

合を除く毎営業日の原則として午後 3 時(国内の証券取引所の半休日は午前 11 時)*までと

し、かかる受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとします。お買付代金は、取得申込日

の翌営業日の基準価額を使って計算されます。 

＊ 取扱販売会社によっては受付時間が異なる場合がございます。  

 

収益分配金に関し、収益分配金をそのつど受取る｢一般コース｣、収益分配金が税金を差引か

れた後自動的に無手数料で再投資される｢自動けいぞく投資コース｣がありますので、どちらかの

コースをお選びいただくことになります(ただし、取扱販売会社によっては、どちらか一方のみのお取

扱いとなります。)。一度お選びいただいたコースは途中で変更することはできません。 

お買付けに際して｢自動けいぞく投資コース｣をお選びいただく方は、本ファンドの取得申込みに際

して、本ファンドにかかる｢自動けいぞく投資契約｣(取扱販売会社によっては名称が異なる場合も

ございます。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。ただし、取扱販売会社によっては、

自動けいぞく投資契約を結んだ場合であっても、収益分配金の受取りをご希望の方は、再投資

を中止することを申し出ることができます。 

 

指定証券会社/登録金融機関は、追加設定を行う日に、本ファンドのお申込み金額を、本ファ

ンドの委託者である委託会社に支払い、委託会社はこれを本ファンドの受託者に払込みます。 

 

なお、本ファンドは、上記に従い受託者に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者

はそれより前の時点では受益証券を取得しません。 

本ファンドの受益証券の取得申込者は、本ファンドのお申込代金を取扱販売会社に支払いま

す。払込期日は取扱販売会社によって異なります。詳しくは、各取扱販売会社にお問い合わせ

ください。 

 

本ファンドの受益証券は、原則無記名式です。取得者の請求により記名式とすることもできま

す。受益証券は、無記名式の場合それを所持している人が受益者として扱われますので、盗難

や紛失などの事故を防ぐためにも、委託会社は、取扱販売会社での｢保護預り｣をおすすめしま

す。ただし、｢自動けいぞく投資契約｣を結ばれた方は、すべて保護預りとさせていただきます。 
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７－２． ご換金    

1. ご換金の申込受付け 

原則として毎営業日(ただし、シンガポール証券取引所またはシンガポールの銀行の休業日を除

きます。)に一部解約のお申込みができます。一部解約のお申込みは毎営業日の原則として午

後 3 時(国内の証券取引所の半休日は午前 11 時) (注)までとし、受付の時間を過ぎた場合は、

翌営業日のお取扱いとします。受益者がご換金のお申込みをする時は、取扱販売会社に受益

証券をもって行うものとします。ご換金は「解約請求制」により行うことができます。 
(注) 取扱販売会社によっては受付時間が異なる場合がございます。 

 

2. ご換金の単位  

一部解約される場合には 1 万口以上 1 万口単位(｢自動けいぞく投資契約｣を結ばれた場合に

は 1 口単位)で換金できます。  
 

3. ご換金の手取額 

ご換金のお手取り額は、お申込日の翌営業日の基準価額から次の額を差引いた額となります。 

(ｲ) 信託財産留保額＊1(基準価額の 0.3％) 

(ﾛ) 所得税および地方税(上記(ｲ)控除後の基準価額が受益者ごとの個別元本＊2 を上回っ

た場合その超過額の 10％(個人の受益者の場合。なお、法人の受益者の場合は 7％＊

3 となります。)   

*1 信託財産留保額とは、運用の安定性を高めると同時に、信託期間の途中に換金される方と引続き本ファン

ドを保有される受益者との公平性を確保するために、換金される方にご負担いただくもので、信託財産に繰

入れられます。 

*2   ｢個別元本｣とは、受益者ごとの信託時の受益証券の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる

消費税等相当額は含まれません。)をいいます。詳細は｢８－２．課税上の取扱い｣をご参照ください。 

*3 2004 年1 月 1 日から 2008 年 3 月 31 日までの間は、上記(ロ)の優遇課税が適用される予定ですが、その

後は個人の受益者について 20％、法人の受益者について 15％の課税となる予定です。詳しくは、後記「８

－２．課税上の取扱い」をご参照ください。 

 

4. ご換金代金の支払い日 

一部解約代金の支払いは原則として一部解約申込日より 5 営業日目からとします。一部解約

代金の支払いのために信託財産から流動性の低い証券を売却する必要がある場合には、支払

いには 5 営業日より長くかかる可能性があります。場合によっては一部解約を受け付けないことも

あります。  

 

なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、１顧客１日当たり３億円を超える大口の解約には

制限があります。詳しくは、取扱販売会社にお問い合わせください。 
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７－３．お買付けおよびご換金のお申込みにかかる留意点 

    

１．お買付け 

証券取引所における取引の中止、外国為替取引の停止その他合理的な事情 (コンピューターの

誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基

準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断したと

きは、取扱販売会社は、お買付けのお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお買

付けのお申込みを取消すことができます。 

 

２．ご換金 

証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情 (コンピューターの

誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基

準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があるときは、委託会社は、ご

換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたご換金のお申込みを保留または取

消すことができます。 

 

この場合、申込者は当該受付中止または保留以前に行った当日のご換金のお申込みを撤回

できます。ただし、申込者がその申込みを撤回しない場合には、当該受益証券のご換金代金

は、当該受付中止または保留を解除した後の最初の基準価額の計算日を申込日として計算さ

れた金額とします。 
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８－１． 手数料、信託報酬および諸費用 

 

１．申込手数料 

(a)お申込口数またはお申込代金に応じて、3.15%(税込)を上限として各取扱販売会社がそれぞ

れ定める申込手数料率をお申込価額(取得申込日の翌営業日の基準価額)に乗じて得た

額が申込手数料となります。申込手数料は、お申込時にご負担いただきます。 

一般コースの場合、お申込代金は、お申込金額 (お申込価額×お申込口数 )に、申込手数

料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額を加えた額です。 

  自動けいぞく投資コースの場合には、お支払いいただく金額(お申込代金)の中から申込手数

料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額を差引かせていただきます。ただし、取

扱販売会社によっては、お申込金額に別途申込手数料および当該申込手数料にかかる消

費税等相当額を加えた金額をお支払いいただきます。  

 

(b)自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数につい

て手数料はかかりません。 

 

2. 換金(解約)手数料 

換金（解約）請求には手数料はかかりません。ただし、解約時の基準価額に対し 0.3％の信

託財産留保額をご負担いただきます。詳しくは、前記「７－２. ご換金」をご参照ください。 

 

3. 信託報酬等 

以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として本ファンドから支払われる信託報

酬は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総

額に年率 1.995％(税込)を乗じて得た額とします。委託会社、受託銀行および各指定証券

会社/登録金融機関間の配分については、各指定証券会社/登録金融機関の取扱いにか

かる純資産総額に応じて決められる以下の金額とします。 

 

支払先 

各指定証券会社/ 

登録金融機関取扱にかかる純資産額 

委託会社 
指定証券会社/ 

登録金融機関 
受託銀行 

100 億円未満の部分 年率 1.050%(税込) 年率 0.840%(税込) 年率 0.105%(税込) 

100 億円以上の部分 年率 0.840%(税込) 年率 1.050%(税込) 年率 0.105%（税込) 
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なお、委託会社の報酬には、ゴールドマン・サックス (シンガポール) ピー･ティー･イーへの投資顧

問報酬が含まれます。 

信託報酬は、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支払われます。委託会社お

よび指定証券会社/登録金融機関の報酬は本ファンドから委託会社に対して支払われ、指

定証券会社/登録金融機関の報酬は委託会社より指定証券会社/登録金融機関に対して

支払われます。受託銀行の報酬は本ファンドから受託銀行に対して支払われます。  

 

４ ．信託事務の諸費用等 

本ファンドから支払われる費用には以下のものがあります(ただし、これらに限定されるものではあ

りません。)。 

(a) 株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用 

(b) 外貨建資産の保管費用 

(c) 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用、受託銀行等の立替えた立替金の

利息 

(d) 信託財産に関する租税 

(e) その他信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への

報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益証券の管理事務に関

連する費用、受益証券作成に関する費用等を含みます。) 

 

委託会社は、上記(e)記載の諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額を合理的に

見積った結果、信託財産の純資産総額の年率 0.05％相当額を、かかる諸費用の合計額と

みなして、本ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信

託の期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、0.05％を上限としてこれを変更することがで

きます。 

上記(e)記載の諸費用の額は、本ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の

純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末および信託終了のとき、信

託財産中から委託会社に対して支払われます。  

 

 

８－２． 課税上の取扱い    

 

収益分配時・換金時・償還時に受益者が負担する税金は 2004 年 2 月 17 日現在、以下のとおり

です。 

ただし、税法が改正された場合には、下記の内容が変更になることがあります。 
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(個人の受益者の場合＊1) 

時  期 項  目 税金 

収 益 分 配 時 
所 得 税 お よ び 

地 方 税 
普通分配金に対し 10％(所得税 7％、地方税 3％)  

換 金 時 
所 得 税 お よ び 

地 方 税 

解約価額＊2 の受益者ごとの個別元本超過額に対し

10％(所得税 7％、地方税 3％) 

償 還 時 
所 得 税 お よ び 

地 方 税 

償還価額の受益者ごとの個別元本超過額に対し

10％(所得税 7％、地方税 3％) 

＊1 法人の受益者の場合、原則として 7％の源泉徴収(所得税 7％)となります。 

＊2 ご換金の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に 0.30％の率を乗じて得た額を

信託財産留保額として控除した価額をいいます。 

 

上記のほか、申込手数料に対する消費税等相当額をご負担いただきます。 

特別分配金は投資元本の一部払戻しとみなされ、非課税扱いとなります。 

なお、外国での組入有価証券の取引には、当該外国において税金または費用が課せられることがあ

ります。また、信託報酬および売買委託手数料その他信託財産から支払われる費用等について消

費税等が課せられる場合には、当該消費税等相当額は信託財産により負担されます。 

 

<個別元本について> 

① 個別元本とは、追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益証券の価額等

(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)をいい、税法

上の元本(個別元本)にあたります。 

② 受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追

加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 

③ ただし、保護預りではない受益証券および記名式受益証券については各受益証券ごとに、同

一ファンドを複数の取扱販売会社で取得する場合については各取扱販売会社ごとに、個別元

本の算出が行われます。また、同一取扱販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取

得する場合は当該支店等毎に、｢一般コース｣と｢自動けいぞく投資コース｣の両コースで取得す

る場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。 

④ 受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別

分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(｢特別分配金｣につい

ては、下記の<収益分配金の課税について>をご参照ください。) 

 

<一部解約時および償還時の課税について> 

一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。 
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<収益分配金の課税について> 

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる｢普通分配金｣と、非課税扱いとなる

｢特別分配金｣(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。 

受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個

別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の

全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下

回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回る部分の額が特別分配金となり、当該収

益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。 

なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別

分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

 

◇ 個人、法人別の課税の取扱いについて 

① 個人の受益者に対する課税 

普通分配金および解約・償還時の個別元本超過額については配当課税が適用されます。 

2008 年 3 月 31 日までの間は、源泉徴収税率 10％(所得税 7％および地方税 3％)の優遇税

率が適用されます。なお、2008 年 4 月 1 日以降は、源泉徴収税率については、20％(所得税

15％および地方税 5％)となる予定です。 

また、収益の多寡を問わず確定申告は不要です。しかしながら、確定申告を行うことは可能であ

り、申告を行えば、総合課税となります。 

また、2004 年 1 月 1 日以降に解約(償還)差損が発生した場合は、確定申告を行うことにより

｢株式等(特定株式投資信託(ETF)および特定不動産投資信託(REIT)を含みます。)の譲渡に

よる所得｣との損益通算が可能です。なお、公募株式投資信託の解約(償還)差益との損益通

算については、その解約(償還)差益が、株式譲渡益ではなく配当所得として課税されるため、行

うことができません。 

 

② 法人の受益者に対する課税 

普通分配金および解約・償還時の個別元本超過額については益金に算入され、法人税・地

方税が課されます。 

2008 年 3 月 31 日までの間は、源泉徴収税率 7％(所得税 7％)の優遇税率が適用されま

す。なお、2008 年 4 月1 日以降は、源泉徴収税率は 15％(所得税 15％)となる予定です。 

 

(注) 詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。 
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９－１． 信託の終了    

1. 受益権総口数の減少に伴う繰上償還 

委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が 50 億口を下回るこ

ととなった場合には、受託銀行と協議のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契

約を解約し、信託を終了させることができます。 

委託会社は、かかる事項について、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に対して

書面を交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告

を行いません。繰上償還を行う場合は、下記 2.に定める手続によります。 

公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。 

 

2. その他の事由による信託の終了 

監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたとき、委託会社の認可取消、解散、業務廃止

のとき(ただし監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引

き継ぐことを命じたときは、信託は、下記９－２.に記載する受益者の異議により約款変更ができ

ない場合を除き、当該投資信託委託業者と受託銀行との間において存続します。)、受託銀

行が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただし他の信託銀行が受託者の業務を引き継ぐと

きを除きます。)、受託銀行の辞任に際し委託会社が新受託者を選任できないときには、委託

会社は、あらかじめ監督官庁に届出のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、

受託銀行は、委託会社の承諾を受けて受託銀行の任務を辞任することができます。受託銀

行が辞任したときは、委託会社は新受託者を選任します。 

また、委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のため有利であ

ると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、信託契約を

解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約し

ようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託会社は、かかる事項について、あらかじめ、解約し

ようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対

して交付します。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原

則として、公告を行いません。かかる公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期

間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は 1 ヵ月を下ら

ないものとします。かかる一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総

口数の 2 分の 1 を超えるときは、信託契約の解約をしません。委託会社は、信託契約の解約

をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した

書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付し

たときは、原則として、公告を行いません。以上は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得な

い事情が生じている場合であって、一定の期間が 1 ヵ月を下らずにその公告および書面の交付

を行うことが困難な場合には適用しません。 
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公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。 

 

９－２． 約款変更 
 

委託会社は、監督官庁の命令があったとき、受益者の利益のため必要と認めるとき、または正当な

理由があるときは、受託銀行と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、

変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およ

びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に

対して交付します。ただし、信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と

して、公告を行いません。かかる公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委

託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は 1 か月を下らないものとしま

す。当該一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を

超えるときは、信託約款の変更はできません。 

委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、か

つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者

に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。  

 

９－３． 反対者の買取請求権 

 

前記９－１.に規定する信託契約の解約または前記９－２．に規定する信託約款の変更を行う場

合において、前記９－１.または前記９－２．の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受

益者は、委託会社の指定する証券会社または登録金融機関を通じ、受託銀行に対し、自己の有

する受益証券を、信託財産をもって公正な価額で買取るべき旨を請求することができます。 
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９－４． その他の契約の変更 

 

１．募集・販売契約 

委託会社と指定証券会社／登録金融機関との間の証券投資信託受益証券の募集・販売の

取扱い等に関する契約（以下「募集・販売契約」といいます。）は、当事者の別段の意思表示の

ない限り、1 年ごとに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更

することができます。その終了または変更は、必要に応じて運用報告書に記載する等の方法によ

り受益者に対し通知を行う手配をしますが、必ずしもただちに受益者全員にこれを知らせるもの

ではありません。 

 

２．投資顧問契約 

委託会社とゴールドマン・サックス（シンガポール）ピー・ティー・イーとの間の基本会社間投資顧問

契約(以下｢投資顧問契約｣といいます。)には期限の定めがありません。投資顧問契約は、当事

者間の合意により変更することができます。ゴールドマン・サックス（シンガポール）ピー・ティー・イー

が法律に違反した場合、信託約款の違反となる運用の指図に関する権限の行使をした場合、

本ファンドに重大な損失を生ぜしめた場合、その他の理由により必要と認められる場合には、委

託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止し、または本ファンドに関する投資顧問契約

上のサービスの中止または変更をゴールドマン・サックス（シンガポール）ピー・ティー・イーに対して求

めることができます。投資顧問契約の終了または変更は、その内容が重大なものについて、あら

かじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に対して書面交付の手配をします。ただし、すべ

ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。  
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１０． 受益者の権利等 

 

1. 収益分配金受領権に関する内容および権利行使の手続 

収益分配金は、原則として本ファンドの毎計算期間の終了日から起算して 5 営業日目から収

益分配金交付票と引き換えに指定証券会社／登録金融機関を通じて受益者に支払われま

す。 

上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対し

ては、委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を指定証券

会社/登録金融機関に交付します。この場合、指定証券会社/登録金融機関は、自動けい

ぞく投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益証券の売付

けを行います。 

指定証券会社／登録金融機関は、受益者がその有する受益証券の全部もしくは一部の口

数について、あらかじめ計算期間を指定し、収益分配金の再投資にかかる受益証券の取得申

込みを中止することを申し出た場合においては、当該受益証券に帰属する収益分配金を当該

計算期間終了のつど受益者に支払うことができます。 

受益者が、収益分配金について支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときは、その

権利を失い、これに相当する金銭は委託会社に帰属します。 

 

2. 償還金の受領権に関する内容および権利行使の手続 

償還金は、原則として信託終了日から起算して 5 営業日目から受益証券と引き換えに指定

証券会社/登録金融機関を通じて受益者に支払います。 

受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から 10 年間その支払いを請求しない

ときは、その権利を失い、委託会社が受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属し

ます。 

 

3． 記名式受益証券の場合の権利行使 

記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届出るものとし、収益分配金の

支払いの場合には収益分配金交付票に、償還金および一部解約金の支払いの場合には受

益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。 

委託会社は、押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金および償

還金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのため

に生じた損害について、その責を負いません。 
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4． 収益分配金、償還金および一部解約金の委託会社への交付と支払いに関する受託銀行の

免責 

受託銀行は、収益分配金については支払開始日の前日（一般コースの場合）および交付開

始前（自動けいぞく投資コースの場合）までに、償還金については支払開始日の前日までに、

一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社に交付します。 

受託銀行は、前記により委託会社に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後

は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

 

５． 委託会社の免責 

収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払いについては、委託会社は指定

証券会社／登録金融機関に対する支払いをもって免責されるものとします。かかる支払いがな

された後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(およ

び委託会社が一定期間経過後、指定証券会社／登録金融機関より回収した金額があれば

その金額)を除き、受益者の計算に属する金銭となります。 

指定証券会社／登録金融機関が収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支

払いを怠ったことにより委託会社が損害を被った場合には、委託会社に過失がない場合に限

り、受託者の承諾を得て委託会社は信託財産よりその損害の賠償を受けることができます。 

(なお、信託財産より委託者に損害賠償を行った結果、受託者が損害賠償請求された場合、

信託財産よりその損害の賠償を受けることができます。) 
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１１． 内国投資信託受益証券事務の概要    

    

1. 受益証券の名義書換 

(a) 記名式受益証券の名義書換手続 

｢記名式受益証券名義書換請求書｣に記入のうえ、印鑑登録印 (取扱販売会社への登

録印)を押捺して、印鑑登録票二葉および当該受益証券を添付して、取扱販売会社経

由で委託会社に提出することにより記名式の受益証券の所持人は名義書換を請求する

ことができます。名義書換えの手続は、毎計算期間の末日の翌日から 15 日間停止しま

す。 

(b) 取扱場所・取次所・代理人 

記名式受益証券の名義書換は取扱販売会社にて取扱います。 

(c) 手 数 料 

記名式受益証券の名義書換には手数料はかかりません。 

(d) そ の 他 

記名式の受益証券の譲渡は、名義書換によらなければ、委託会社および受託銀行に対

抗することができません。 

 

2. 受益者名簿の閉鎖の時期 

受益者名簿は作成していません。 

 

3. 受益者等に対する特典 

該当事項はありません。 

 

4. 受益証券の譲渡制限 

該当事項はありません。 
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１２－１． ファンドの沿革    

    

本ファンドの信託設定日は 2000 年 5 月 31 日であり、同日より運用を開始しました。 

 

 

１２－２． ファンドの関係法人    

    

1. 委託会社(ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社) 

委託会社は、証券投資信託(以下単に｢投資信託｣といいます。)である本ファンドの委託者で

あり、受託銀行と、本ファンドの当初の払込期日である 2000 年 5 月 31 日に本ファンドの信託

契約を締結しました。投資信託の仕組みは、多数の投資家から預かる資金を、投資家のため

に利殖の目的で、専門の機関が主として有価証券に投資し、運用の成果をすべて投資家に

返すものです。本ファンドの運営の仕組みは下記｢ファンドの関係法人｣の図に示すとおりです。 

 

なお、委託会社は、信託財産の計算その他本ファンドの事務管理に関する業務を第三者に委

託することがあります。その場合、これに関連して発生する費用が信託事務の処理等に要する

諸費用の一部として、信託報酬とは別途本ファンドから支払われることがあります。詳しくは前

記「８－１.4．信託事務の諸費用等」をご参照ください。 

 

２． 投資顧問会社（ゴールドマン・サックス（シンガポール) ピー・ティー・イー） 

ゴールドマン・サックス(シンガポール )ピー・ティー・イーは本ファンドの投資顧問会社であり、本ファ

ンドに関し、委託会社より日本を除くアジア・オセアニア株式(その指数先物を含みます。)および

通貨の運用の指図に関する権限の委託を受けて投資判断・発注等を行います。 

 

３． 受託銀行（みずほ信託銀行株式会社） 

受託銀行は本ファンドの受託者であり、本ファンドに関し、下記の「ファンド関係法人」の図に示

すとおりの業務を行います。 

なお、上記業務の一部につき再信託先である資産管理サービス信託銀行株式会社に委託す

ることができます。 
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４． 指定証券会社・指定登録金融機関 

指定証券会社および指定登録金融機関は本ファンドの販売会社であり、本ファンドに関し、下

記の「ファンド関係法人」の図に示すとおりの業務を行います。 

指定証券会社および指定登録金融機関は、委託会社との間の募集・販売契約に基づいて、

受益証券の募集の取扱い等を行います。  
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ファンド関係法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) 指定証券会社または指定登録金融機関のために申込みの取次ぎを行う取次会社は、指定証券会社/登録金融

機関の上記各業務の全部または一部を行います。 
(2) 損益はすべて投資家である受益者に帰属します。 

なお、上図中の株式にはその指数先物が含まれます(いわゆるレバレッジを使った運用は原則として行いません。)。 

 

申 込 者 

(受益者) 

指定証券会社/ 

登録金融機関(1) 

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ 

･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

株式会社 

(委託会社) 

みずほ信託銀行 

株式会社 

(受託銀行) 

主な 

投資対象 

申込金 申込金 

収益分配金 

償 還 金 

信託金 

損益(２) 

投 資 

損益(２) 

運用指図 

信託契約 

指定証券会社/登録金融機関 

 

・ 受益証券の募集の取扱い、売

買、保護預り 

・ 目論見書の購入申込者への交

付、運用報告書の受益者への交

付 

・ 受益証券の一部解約の請求等 

・ 収益分配金、償還金および一部

解約金の支払いの取扱い 

・ 収益分配金の再投資(一般コース

のみの取扱いの場合を除きます。) 

・ 所得税および地方税の源泉徴収 

・ 取引報告書および取引残高報告

書等の交付 

 

委託会社 

 

・ 信託約款の届出 

・ 受託銀行との信託契約の締結、

一部解約の実行 

・ 受益証券の発行 

・ 目論見書、運用報告書の作成 

・ 信託財産の運用指図 

・ 信託財産に組入れた有価証券の

議決権等の行使の指図 

・ 信託財産の計算(受益証券の基

準価額の計算) 

・ 信託財産に関する帳簿書類の作

成 

ただし、本ファンドにおいては日本を除く

アジア・オセアニア株式および通貨の運

用指図権限をｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ（ｼﾝｶﾞ

ﾎﾟｰﾙ)ﾋﾟ ・ーﾃｨｰ・ｲｰに委託します。 

また、信託財産の計算その他事務管

理に関する業務を第三者に委託する

ことがあります。 

 

受託銀行 

 

・ 委託会社との信託契約の締結 

・ 信託財産の保管・管理 

・ 信託財産の計算(受益証券の基

準価額の計算) 

・ 受益証券の認証 

なお、上記業務の一部につき再信託

先である資産管理サービス信託銀行株

式会社に委託することができます。 

収益分配金 

償 還 金 

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ

（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ)
ﾋﾟ ・ーﾃｨｰ・ｲｰ

（投資顧問会社）

日本を除くアジア・オセアニア株式および通貨の投資判

断、発注等を行い委託会社に報告します。

外国証券などの保管は海外

の金融機関が行います。日本を除くアジア・オセアニア
株式および通貨の運用指
図権限の委託
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１３． 委託会社等の概況 

    

1. 資 本 金 

委託会社の資本の額は金 4 億 9,000 万円です(2004 年 2 月 17 日現在)。 

 

2. 沿  革 

委託会社は、米国を本拠地として総合的な金融サービスの提供を展開するゴールドマン・サック

スの資産運用グループの日本における拠点として、日本法上の株式会社として設立された投

資信託委託業者です。主な変遷は以下のとおりとなっています。なお、この他に、これまで、商

号の変更、合併、事業目的の変更等はありませんでした。 

1996 年 2 月 6 日 会社設立 

1996 年 2 月 23 日 証券投資信託法上の委託会社としての免許取得 

1998 年12 月1 日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可 

2000 年11 月 30 日 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の改正に伴う投資

信託委託業のみなし認可 

2001 年 8 月13 日 有価証券等に係る投資顧問業を会社の目的に追加 

2002 年1 月18 日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 (｢投資顧問業

法｣)上の投資顧問業者としての登録 

2002 年 3 月 29 日 投資顧問業法上の投資一任契約に係る業務の認可 

2002 年 4 月1 日 ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営

業の全部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社から

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に変更 

 

3. 本店の所在の場所および代表者の役職氏名 

本店の所在の場所： 東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号 六本木ヒルズ森タワー 

代表者の役職氏名： 代表取締役  土 岐 大 介 

 

4. 大株主の状況 

(2004 年 2 月17 日現在) 

氏名または名称 住所 
所有株式数 

(株) 

所有比率 

(％) 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・

エル・ピー 

アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市オー

ルド・スリップ 32 番地 
6,336 99 

ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 
アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市ブ

ロード・ストリート 85 番地 
64 1 
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（1） 本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

38 年大蔵省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の貸借

対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」（平成

12 年総理府令第133 号）に基づいて作成しております。 

     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

（2） 本ファンドの計算期間は 6 ヵ月であるため、財務諸表は 6 ヵ月毎に作成しております。 

（3） 本ファンドは、証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、第 6 期計算期間（2002 年11 月

16 日から 2003 年 5 月 15 日まで）及び、第 7 期計算期間（2003 年 5 月 16 日から 2003

年 11 月 17 日まで）の財務諸表について、中央青山監査法人による監査を受けております。

その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。 
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１４－１． 財務諸表 

 
techWIN  ゴールドマン・サックス・テクノロジー戦略ファンド 

（１）貸借対照表 

（単位：円） 

第 6 期 

〔2003 年 5 月 15 日現在〕 

第 7 期 

〔2003 年 11 月17 日現在〕 

                 期     別 

 

科     目 金    額 金    額 

資 産 の 部      
流 動 資 産      
  預 金  51,686,085  14,655,567  

  金 銭 信 託  1,895,023  880,419  
  コ ー ル ・ ロ ー ン  92,611,539  32,197,035  

  株 式  2,358,505,382  3,094,885,732  
  未 収 入 金  15,021,749  40,545,042  

  未 収 配 当 金  4,974,961  4,132,035  
  未 収 利 息  1  －  

流 動 資 産 合 計  2,524,694,740  3,187,295,830  

資 産 合 計  2,524,694,740  3,187,295,830  

負 債 の 部      
流 動 負 債      
  未 払 金  10,024,762  －  

  未 払 解 約 金  523,590  1,834,961  
  未 払 受 託 者 報 酬  1,360,391  1,624,960  

  未 払 委 託 者 報 酬  24,487,064  29,249,135  
  そ の 他 未 払 費 用   647,748  773,728  
流 動 負 債 合 計  37,043,555  33,482,784  
負 債 合 計  37,043,555  33,482,784  
純 資 産 の 部      
元 本      
  元 本  5,351,880,561  5,158,329,444  
剰 余 金      
  期 末 欠 損 金  2,864,229,376  2,004,516,398  
 (うち分配準備積立金 )  （28,825,209)  (44,569,312)  
剰 余 金 合 計  △2,864,229,376  △2,004,516,398  
純 資 産 合 計  2,487,651,185  3,153,813,046  
負債・純資産合計  2,524,694,740  3,187,295,830  
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（２）損益及び剰余金計算書 

 

（単位：円） 

第 6 期 

自  2002 年11 月 16 日 

至  2003 年 5 月 15 日 

第 7 期 

自  2003 年 5 月 16 日 

至  2003 年11 月 17 日 

        期     別 

 

科     目 
金     額 金     額 

経 常 損 益 の 部      

営 業 損 益 の 部      

 営 業 収 益      

  受 取 配 当 金  18,355,043  18,704,078  

  受 取 利 息  69,897  31,346  

  有価証券売買等損益   △105,834,041  833,283,049  

  為 替 差 損 益  △14,630,941 △102,040,042 △38,937,923 813,080,550 

 営 業 費 用      

  受 託 者 報 酬  1,360,391  1,624,960  

  委 託 者 報 酬  24,487,064  29,249,135  

  そ の 他 費 用  2,501,150 28,348,605 3,341,427 34,215,522 

営 業 利 益 又 は 

営 業 損 失 ( △ ) 
  △130,388,647  778,865,028 

経 常 利 益 又 は 

経 常 損 失 （ △ ） 
  △130,388,647  778,865,028 

当 期 純 利 益 又 は 

当 期 純 損 失 （ △ ）  
  △130,388,647  778,865,028 

一 部 解 約 に 伴 う 

当期純利益分配額 
  －  38,353,902 

一 部 解 約 に 伴 う 

当期純損失分配額 
  656,409  － 

期 首 欠 損 金   2,902,529,348  2,864,229,376 

欠 損 金 減 少 額      

  当 期 一 部 解約 に 

  伴う欠損金減少額 

 

 
249,859,563 249,859,563 180,332,768 180,332,768 

欠 損 金 増 加 額      

  当 期追 加信 託に 

  伴う欠損金増加額 
 81,827,353 81,827,353 61,130,916 61,130,916 

分 配 金   －  － 

期 末 欠 損 金   2,864,229,376  2,004,516,398 
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重要な会計方針 

             期    別 
項    目 

第 6 期 
自  2002 年11 月 16 日 
至  2003 年 5 月 15 日 

第 7 期 
自  2003 年 5 月 16 日 
至  2003 年11 月 17 日 

1. 有価証券の評価基準
及び評価方法 

株式 
移動平均法に基づき、法令及び

社団法人投資信託協会規則に従
い、時価評価しております。 
 

株式 
同左 

2. デリバティブの評価基準
及び評価方法 

 

為替予約取引 
為替予約の評価は、原則として、

わが国における計算期間末日の対
顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。 
 

為替予約取引 
同左 
 

3. 収益及び費用の計上
基準 

受取配当金 
受取配当金は原則として、株式

の配当落ち日において、その金額が
確定しているものについては当該金
額、いまだ確定していない場合には
予想配当金額の 90％を計上し、残
額については入金時に計上しており
ます。 
 

受取配当金 
同左 

 

4. その他財務諸表作成
のための基本となる重
要な事項 

外貨建取引等の処理基準 
外貨建取引については、｢投資信

託財産の貸借対照表、損益及び
剰余金計算書、附属明細表並び
に運用報告書に関する規則｣(平成
12 年総理府令第 133 号)第 60 条
に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用し
ております。 

但し、同 61 条に基づき、外国通
貨の売却時において、当該外国通
貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定
の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額
を当該外国通貨の売却時の外国
為替相場等で円換算し、前日の外
貨基金勘定に対する円換算した外
貨基金勘定の割合相当の邦貨建
資産等の外国投資勘定と、円換算
した外貨基金勘定を相殺した差額
を為替差損益とする計理処理を採
用しております。 

(1) 外貨建取引等の処理基準 
同左 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (2) 計算期間末日の取扱い 
2003 年 11 月 15 日及びその翌

日が休業日のため、本計算期間末
日は 2003 年 11 月 17 日としており
ます。 



１４．ファンドの経理状況および運用状況１４．ファンドの経理状況および運用状況１４．ファンドの経理状況および運用状況１４．ファンドの経理状況および運用状況 

 41 

注記事項 

 

（貸借対照表関係） 

期別 

項目 

第 6 期 

〔2003 年 5 月 15 日現在〕 

第 7 期 

〔2003 年 11 月17 日現在〕 

1.  元本の推移 

期首元本額 

期中追加設定元本額 

期中一部解約元本額 

 

5,687,092,155 円 

153,664,923 円 

488,876,517 円 

 

5,351,880,561 円 

144,259,050 円 

337,810,167 円 

 

2.  元本の欠損 

 

貸借対照表上の純資産額が元本

総額を下回っており、その差額は

2,864,229,376 円であります。 

 

貸借対照表上の純資産額が元本

総額を下回っており、その差額は

2,004,516,398 円であります。 

 

 

（損益及び剰余金計算書関係） 

第 6 期 

自  2002 年11 月 16 日 

至  2003 年 5 月 15 日 

第 7 期 

自  2003 年 5 月 16 日 

至  2003 年11 月 17 日 

1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又

は一部を委託するために要する費用 

委託者の報酬の 22.5％相当額 

 

 

２．分配金の計算過程 

計算期間末の分配準備積立金（28,825,209 円）

より、分配対象収益は 28,825,209 円（1 口当たり

0.005385 円）でありますが、分配を行なっておりませ

ん。 

 

分配金の計算過程 

計算期間末の 費用控除 後の配当 等収益

（ 17,500,909 円 ） 及 び 分 配 準 備 積 立 金

（ 27,068,403 円 ） よ り 、分 配 対 象 収 益 は

44,569,312 円（1 口当たり 0.008640 円）であります

が、分配を行なっておりません。 

 

 

（有価証券関係） 

売買目的有価証券 

（単位：円） 

第 6 期〔2003 年 5 月 15 日現在〕 第 7 期〔2003 年 11 月17 日現在〕 

種   類 
貸借対照表計上額 

当計算期間の損益

に含まれた評価差額  
貸借対照表計上額 

当計算期間の損益

に含まれた評価差額  

株 式 2,358,505,382 △85,268,607 3,094,885,732 517,405,078 

合   計 2,358,505,382 △85,268,607 3,094,885,732 517,405,078 

 

 



１４．ファンドの経理状況および運用状況１４．ファンドの経理状況および運用状況１４．ファンドの経理状況および運用状況１４．ファンドの経理状況および運用状況 

 42 

（デリバティブ取引等関係） 

Ⅰ 取引の状況に関する事項 

第 6 期 

自  2002 年11 月 16 日 

至  2003 年 5 月 15 日 

第 7 期 

自  2003 年 5 月 16 日 

至  2003 年 11 月17 日 

１．取引の内容 

  当投資信託の利用しているデリバティブ取引は、

為替予約取引であります。 

 

１．取引の内容 

  同左 

 

２．取引に対する取組方針 

  デリバティブ取引は、信託約款に定める運用の

基本方針に従う方針であります。 

 

２．取引に対する取組方針 

  同左 

 

３．取引の利用目的 

  デリバティブ取引は、価格変動リスクを回避する

目的で利用しています。 

 

３．取引の利用目的 

  同左 

４．取引に係るリスクの内容 

  当投資信託の利用しているデリバティブ取引に

係るリスクとしては、為替などの市場価格が変動す

る事によって発生するマーケットリスクおよび取引相

手先が契約を履行できなくなる場合、すなわちデ

フォルト状態となった時に発生する取引先リスクがあ

ります。 

 

４．取引に係るリスクの内容 

  同左 

５．取引に係るリスク管理体制 

  デリバティブ取引の執行・管理については、運用・

執行を担当する部署により行っております。また、法

令などに基づく損失限度額のモニタリングは別途コ

ンプライアンス部により行われております。 

 

５．取引に係るリスク管理体制 

  同左 

 

 

Ⅱ 取引の時価等に関する事項  

該当事項はありません。 
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（1 口当たり情報） 

期  別 

項  目 

第 6 期 

〔2003 年 5 月 15 日現在〕 

第 7 期 

〔2003 年 11 月17 日現在〕 

  1 口当たり純資産額 0.4648 円  0.6114 円  

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

 

（３）附属明細表 

① 有価証券明細表 

（ア）株式 

通  貨 銘   柄 株 数 評価額単価 評価額金額 備考 

日本円 信越化学工業 29,000 3,970.00 115,130,000  
 ＪＳＲ 15,000 2,195.00 32,925,000  
 日本ゼオン 49,000 866.00 42,434,000  
 太陽インキ製造 10,800 3,870.00 41,796,000  
 富士写真フイルム 14,000 2,955.00 41,370,000  
 日東電工 13,000 5,300.00 68,900,000  
 旭硝子 102,000 819.00 83,538,000  
 日本特殊陶業 76,000 886.00 67,336,000  
 フジミインコーポレーテッド 21,600 3,520.00 76,032,000  
 三井金属鉱業 89,000 387.00 34,443,000  
 ＳＭＣ 2,000 12,040.00 24,080,000  
 日本電産 3,400 10,240.00 34,816,000  
 シャープ 50,000 1,627.00 81,350,000  
 アルプス電気 42,000 1,435.00 60,270,000  
 船井電機 2,100 13,140.00 27,594,000  
 キーエンス 500 23,280.00 11,640,000  
 ウシオ電機 17,000 1,767.00 30,039,000  
 ユー・エム・シー・ジャパン 111 131,000.00 14,541,000  
 ファナック 6,600 6,410.00 42,306,000  
 ローム 5,800 12,730.00 73,834,000  
 キヤノン 9,000 4,910.00 44,190,000  
 リコー 61,000 1,958.00 119,438,000  
 島津製作所 185,000 404.00 74,740,000  
 オリンパス 20,000 2,285.00 45,700,000  
 ＨＯＹＡ 6,300 9,450.00 59,535,000  
 エー・アンド・デイ 59,000 1,320.00 77,880,000  
 アーク 12,000 6,300.00 75,600,000  
 オービック 2,900 21,460.00 62,234,000  
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通  貨 銘   柄 株 数 評価額単価 評価額金額 備考 

 アルゴ２１ 17,900 855.00 15,304,500  
 ＫＤＤＩ 137 544,000.00 74,528,000  
 伯東 45,500 1,301.00 59,195,500  
 ミスミ 6,400 4,700.00 30,080,000  
 メイテック 9,600 3,770.00 36,192,000  

小計    1,778,991,000  
      
米ドル HON HAI PRECISION-GDR 31,629 8.85 279,916.65  
 SK TELECOM CO LTD-ADR 14,000 18.37 257,180.00  

小計    537,096.65  
    (58,382,405)  

      
オーストラリアドル SINGAPORE TELECOMM-CUFS 220,000 1.45 319,000.00  
 PUBLISHING & BROADCASTING 57,300 11.71 670,983.00  
 TELSTRA CORPORATION LTD 155,000 4.82 747,100.00  

小計    1,737,083.00  

    (136,065,711)  
      
香港ドル HUTCHISON WHAMPOA 31,000 58.75 1,821,250.00  
 CHINA MOBIL (HONG KONG) 100,500 22.20 2,231,100.00  
 LEGEND HOLDINGS LIMITED 566,000 3.25 1,839,500.00  

小計    5,891,850.00  
    (82,544,818)  

      
シンガポールドル UNISTEEL TECHNOLOGY LTD 717,000 1.33 953,610.00  
 VENTURE MFG (SINGAPORE) LTD 22,000 19.60 431,200.00  
 MOBILEONE (ASIA) LTD 252,000 1.42 357,840.00  
 SINGAPORE PRESS HOLDING 27,000 18.60 502,200.00  

小計    2,244,850.00  

    (142,099,005)  
      
インドネシアルピア TELEKOMUNIKASI TBK PT 571,500 5,700.00 3,257,550,000.00  

小計    3,257,550,000.00  
    (42,022,395)  

      
韓国ウォン BAIKSAN OPC CO LTD 24,170 11,700.00 282,789,000.00  
 INTERFLEX CO LTD 14,310 27,950.00 399,964,500.00  
 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS-PF 16,160 20,800.00 336,128,000.00  
 SAMSUNG ELECTRONICS-PFD 

NV 
3,550 248,000.00 880,400,000.00  

 SAMSUNG SDI CO LTD 4,730 122,000.00 577,060,000.00  
 SINDO RICOH CO LTD 4,080 69,000.00 281,520,000.00  
 SAMSUNG ELECTRONICS 970 469,000.00 454,930,000.00  
 YOU EAL ELECTRONICS CO LTD 7,540 34,200.00 257,868,000.00  
 KOREA TELECOM CORPORATION 5,635 46,000.00 259,210,000.00  

小計    3,729,869,500.00  

    (346,877,863)   
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通  貨 銘   柄 株 数 評価額単価 評価額金額 備考 

台湾ドル ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR 939,400 34.10 32,033,540.00  
 AU OPTRONICS CORP 326,116 44.30 14,446,938.80  
 DELTA ELECTRONICS INC 142,261 45.00 6,401,745.00  
 HON HAI PRECISION INDUSTRY 30,000 152.00 4,560,000.00  
 MEDIATEK INC 24,300 342.00 8,310,600.00  
 PHOENIXTEC POWER CO LTD 176,320 42.50 7,493,600.00  
 AMBIT MICROSYSTEMS CORP 84,700 98.50 8,342,950.00  
 COMPAL ELECTRONICS 244,820 50.50 12,363,410.00  
 TAIWAN SEMICONDUCTOR 195,004 67.50 13,162,770.00  
 UNITED MICROELECTRONICS CORP 379,288 31.30 11,871,714.40  
 QUANTA COMPUTER INC 114,000 88.50 10,089,000.00  

小計    129,076,268.20  
    (413,044,058)  

      
インドルピー INFOSYS TECHNOLOGIES LTD 5,176 4,612.90 23,876,370.40  
 SATYAM COMPUTER SERVICES 48,162 311.45 15,000,054.90  

小計    38,876,425.30  

    (94,858,477)  
合計    3,094,885,732  

    (1,315,894,732)  

 

  

（イ）株式以外の有価証券 

該当事項はありません。 

 

(注)1. 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 

2. 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。 

3. 外貨建有価証券の内訳 
 

通   貨 銘 柄 数 
組入株式 

時価比率 

合計金額に 

対する比率 

米ドル 株式 2 銘柄 100.0％ 4.4％ 

オーストラリアドル 株式 3 銘柄 100.0％ 10.3％ 

香港ドル 株式 3 銘柄 100.0％ 6.3％ 

シンガポールドル 株式 4 銘柄 100.0％ 10.8％ 

インドネシアルピア 株式 1 銘柄 100.0％ 3.2％ 

韓国ウォン 株式 9 銘柄 100.0％ 26.4％ 

台湾ドル 株式 11 銘柄 100.0％ 31.4％ 

インドルピー 株式 2 銘柄 100.0％ 7.2％ 

 

②  有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

該当事項はありません。 
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１４－２． ファンドの現況 
 

(1) 純資産額計算書 

(2003 年12 月 30 日現在) 

Ⅰ 資産総額 3,195,899,728 円 

Ⅱ 負債総額 7,522,379 円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,188,377,349 円 

Ⅳ 発行済口数 5,135,341,118 口 

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.6209 円 

 

(2) 投資有価証券の主要銘柄(上位 30 銘柄) 

（2003 年 12 月 30 日現在） 

国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 

（株 式 数） 

帳簿価額 

単価 

（円） 

帳簿価額 

金額 

（円） 

評価額 

単価 

（円） 

評価額 

金額 

（円） 

投資 

比率 

（％） 

日本 株式 信越化学工業 化学 29,000 3,970.00 115,130,000 4,380.00 127,020,000 3.98

日本 株式 オービック 情報・通信業 5,200 21,898.76 113,873,588 21,560.00 112,112,000 3.52

日本 株式 リコー 電気機器 51,000 1,958.00 99,858,000 2,115.00 107,865,000 3.38

日本 株式 旭硝子 ガラス・土石製品 112,000 815.96 91,388,344 880.00 98,560,000 3.09

日本 株式 シャープ 電気機器 58,000 1,622.44 94,102,000 1,691.00 98,078,000 3.08

日本 株式 日東電工 化学 16,000 5,302.60 84,841,737 5,700.00 91,200,000 2.86

日本 株式 エー・アンド・デイ 精密機器 62,000 1,323.04 82,028,694 1,400.00 86,800,000 2.72

日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通信業 137 544,000.00 74,528,000 614,000.00 84,118,000 2.64

日本 株式 アーク その他製品 12,000 6,300.00 75,600,000 6,930.00 83,160,000 2.61

日本 株式 島津製作所 精密機器 185,000 404.00 74,740,000 443.00 81,955,000 2.57

日本 株式 フジミインコーポレーテッド ガラス・土石製品 21,600 3,520.00 76,032,000 3,290.00 71,064,000 2.23

日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 6,300 9,450.00 59,535,000 9,840.00 61,992,000 1.94

日本 株式 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 71,000 886.00 62,906,000 869.00 61,699,000 1.94

日本 株式 伯東 卸売業 45,500 1,301.00 59,195,500 1,296.00 58,968,000 1.85

日本 株式 ローム 電気機器 4,300 12,730.00 54,739,000 12,560.00 54,008,000 1.69

日本 株式 アンリツ 電気機器 70,000 692.02 48,441,512 715.00 50,050,000 1.57

日本 株式 富士写真フイルム 化学 14,000 2,955.00 41,370,000 3,460.00 48,440,000 1.52

日本 株式 日本ゼオン 化学 53,000 863.32 45,756,223 886.00 46,958,000 1.47

日本 株式 オリンパス 精密機器 20,000 2,285.00 45,700,000 2,325.00 46,500,000 1.46

日本 株式 ＴＤＫ 電気機器 6,000 6,942.88 41,657,297 7,720.00 46,320,000 1.45

日本 株式 キヤノン 電気機器 9,000 4,910.00 44,190,000 4,990.00 44,910,000 1.41

日本 株式 ファナック 電気機器 6,600 6,410.00 42,306,000 6,420.00 42,372,000 1.33

オース トラリア 株式 P U B L I S H I N G  &  B R O A D C A S T I N G  放送・出版 57,300 932.70 53,443,795 978.10 56,045,244 1.76

シン ガ ポール  株式 U N I S T E E L  T E C H N OL O G Y  L T D  金属製品 717,000 83.71 60,020,213 79.93 57,312,534 1.80

イン ドネシア  株式 TELEKOMUNIKASI TBK PT 通信 571,500 72.96 41,696,640 85.12 48,646,080 1.53

韓国 株式 S A M S U N G  E L E C T R ON I C S -P F D  N V  電気・電子 3,550 22,295.20 79,147,960 21,396.20 75,956,510 2.38

韓国 株式 SAMSUNG SDI CO  LTD 電気・電子 4,730 10,967.80 51,877,694 12,136.50 57,405,645 1.80

台湾 株式 A D V A N C E D  S E MI C ON D U C T OR  E N G R  コンピューター 939,400 107.41 100,905,651 104.26 97,946,541 3.07

台湾 株式 AU OPTRONICS CORP 電気・電子 326,116 139.54 45,507,857 122.84 40,063,350 1.26

インド 株式 I N F O S Y S  T E C H N OL O G I E S  L T D  ソフトウェア ・サ ービス 4,076 11,024.83 44,937,211 13,118.94 53,472,836 1.68
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業種別投資比率(2003 年12 月 30 日現在) 

国内/外国 業種 投資比率（％）

化学 10.96 

ガラス・土石製品 7.26 

非鉄金属 1.24 

機械 0.84 

電気機器 15.73 

精密機器 8.70 

その他製品 2.61 

情報・通信業 6.61 

卸売業 2.80 

国内 

サービス業 1.24 

コンピューター 5.51 

電気・電子 11.67 

電子部品・計器 6.39 

エネルギー関連機器・サービス 0.66 

放送・出版 2.76 

通信 7.50 

電気機器 1.11 

金属製品 1.80 

外国 

ソフトウェア・サービス 2.56 

合     計 97.95 

 

 

(3) 投資不動産物件(2003 年12 月 30 日現在) 

該当事項はありません。 

 

 

(4) その他投資資産の主要なもの(2003 年12 月 30 日現在) 

該当事項はありません。 
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１４－３． 運用状況 
 

(1) 投資状況 

 

(2003 年12 月 30 日現在) 

資産の種類 国  名 
時価合計 
（円） 

投資比率 
（％） 

株式 日本 1,848,960,500 57.99 

 オーストラリア 116,269,082 3.65 

 香港 82,201,500 2.58 

 シンガポール 140,765,938 4.41 

 インドネシア 48,646,080 1.53 

 韓国 371,136,539 11.64 

 台湾 433,163,124 13.59 

 インド 81,761,174 2.56 

 小 計 3,122,903,937 97.95 

その他の資産    

預金・コールローン・金銭信託 － 72,193,891 2.26 

その他の資産 － 801,900 0.03 

小計  72,995,791 2.29 

負債 － 7,522,379 0.24 

合計（純資産総額） － 3,188,377,349 100.00 

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

(2) 運用実績 

① 純資産の推移 

 2003 年 12 月 30 日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推

移は次の通りです。 

期 年月日 
純資産総額 

(百万円) 
(分配落) 

純資産総額 
(百万円) 
(分配付) 

1 口当たり純資産額
(円) 

(分配落) 

1 口当たり純資産額
(円) 

(分配付) 
1 期 (2000 年11 月 15 日) 5,936 5,936 0.8240 0.8240 
2 期 (2001 年 5 月15 日) 5,087 5,087 0.7688 0.7688 
3 期 (2001 年 11 月 15 日) 3,695 3,695 0.5751 0.5751 
4 期 (2002 年 5 月15 日) 4,205 4,205 0.6801 0.6801 
5 期 (2002 年11 月 15 日) 2,784 2,784 0.4896 0.4896 
6 期 (2003 年 5 月15 日) 2,487 2,487 0.4648 0.4648 
7 期 (2003 年11 月 17 日) 3,153 3,153 0.6114 0.6114 

 2003 年 1 月末日 2,571 － 0.4731 － 
 2003 年 2 月末日 2,453 － 0.4588 － 
 2003 年 3 月末日 2,497 － 0.4612 － 
 2003 年 4 月末日 2,490 － 0.4643 － 
 2003 年 5 月末日 2,616 － 0.4897 － 
 2003 年 6 月末日 2,826 － 0.5348 － 
 2003 年 7 月末日 3,106 － 0.5836 － 
 2003 年 8 月末日 3,211 － 0.6151 － 
 2003 年 9 月末日 3,112 － 0.5983 － 
 2003 年10 月末日 3,322 － 0.6412 － 
 2003 年11 月末日 3,137 － 0.6087 － 
 2003 年12 月末日 3,188 － 0.6209 － 

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 
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１５． その他    

 

１．目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。 

２．１または複数の内容の要約仮目論見書を使用することがあります。 

  有価証券届出書添付書類を、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 12 条 1

項 1 号ロに規定する書類(以下｢要約仮目論見書｣といいます。ただし、有価証券届出書によ

る届出が効力を生じた後に使用される場合は｢要約目論見書｣という表題が用いられることがあ

ります。)として、以下の記載に従い使用します。 

(a)  要約仮目論見書は、チラシ、パンフレット、ポスター、ダイレクトメール(ハガキ、封書用)、電

子媒体として使用される他、新聞、雑誌、書籍およびインターネット等に掲載されることが

あります。 

(b)  要約仮目論見書は、使用形態によって字体、レイアウト、用紙および印刷の色、デザイン

等が変更されることがあります。また、別紙に表示するとおりまたはその他委託会社および

取扱販売会社の名称およびロゴ、本ファンドのロゴ、写真、イラスト、見出しおよびキャッチ・

コピーを付加して使用されることがあります。 

要約仮目論見書の表紙に以下のような文言を記載することがあります。 

投資信託をご購入の際の注意事項 

・   お申込みの際は必ず｢目論見書｣をご覧ください。 

・  本ファンドは、株式など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投

資し、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありませ

ん。 

・   投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。 

・   投資信託は、金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。 

・   投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うこと

になります。 

・   証券会社以外の金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払

対象ではありません。 

(c) 有価証券届出書の第一部｢証券情報｣および第二部｢ファンド情報｣第１「ファンドの状況」

の主要内容を要約し、｢お申込みメモ｣、｢本ファンドの概要｣、｢ご投資の手引き｣および｢費

用と税金｣として、要約仮目論見書に記載することがあります。また、有価証券届出書本

文第三部「特別情報」の主要内容を要約し、要約仮目論見書に記載することがありま

す。 

(d)  要約仮目論見書に以下の趣旨の文章または文言の全部または一部を記載することがあ

ります。 

・テクノロジーの勝ち組みを探そう。 

Looking for the winners in the technology sector. 

・テクノロジーの世界連鎖 
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The global technology chain 

・ターゲットは、日本とアジアのテクノロジー。 

Targeting the technology sector of Japan and Asia. 

・ターゲットは、日本とアジアのテクノロジー・セクター。 

Targeting the technology sector of Japan and Asia. 

(e)  要約仮目論見書中の一定の用語につき、商標登録申請中または登録商標であることを

示す文言または記号を用いることがあります。 

(f) メモ欄として罫線を記載した頁を設けることがあります。 

(g) 社長のごあいさつ(言及されるデータは適宜更新されます。)を記載することがあります。 

(h) 本ファンドの保有証券と運用状況に関する情報として、上位組入銘柄 (業種・セクター、主

要取引市場、組入比率、組入数、組入額、格付を含みます。)、投資対象の資産別構

成比、投資国別構成比、業種・セクター別構成比、市場別構成比、株式および先物の

合計に基づく組入割合の表示によるポートフォリオ構成、通貨、為替予約の状況ならびにそ

れらの推移等に関する説明を、文章、数値、グラフで表示することがあります。また、直近の

基準価額、純資産総額等を表示することがあります（表示されるデータは適宜更新されま

す。）。なお、セクターの記載に関しては、本ファンドの運用チーム独自の分類を用いることが

あります。また、大要次のような文言を付記することがあります。｢本ファンドの受益証券の価

額は、本ファンドに組入れられる有価証券等(外貨建の有価証券等や為替取引には為替

リスクもあります｡ )の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資

家の皆様に帰属いたします。元金が保証されているものではありません。受益証券の取得を

希望される方は、目論見書をお読みください。過去の実績に関する数値・データは将来の

結果をお約束するものではありません。組入銘柄、セクター別構成比、市場別構成比、

ポートフォリオ構成等は本書各基準日現在の情報であり、変動します。騰落率は実際の投

資家利回りとは異なります。本書は個別銘柄ないし特定の運用戦略を推奨するものでは

ありません。 

(i) 運用実績として基準価額 (税引き前分配金込みもしくは分配金落ち後またはその双方)お

よび過去の分配実績(各月および年率換算ならびに再投資の状況を含みます。)の推移、

年換算利回り、銘柄構成、設定来または直近 1 週間、1 か月、3 か月、6 か月、1 年、1

年半、2 年、3 年の騰落率等を数値またはグラフで表示することがあります（表示されるデー

タは適宜更新されます。） 。  

 



＜投資信託用語集＞

投資信託用語集（１）投資信託用語集（１）投資信託用語集（１）投資信託用語集（１）投資信託用語集（１）投資信託用語集（１）投資信託用語集（１）投資信託用語集（１）

委託会社（いたくがいしゃ）

ファンドの設定・運用、目論見書・運用報告書の作成等を担当する会社（運用会社）を指します。

運用報告書（うんようほうこくしょ）

ファンドの運用内容に関する情報を記載した報告書です。投資信託及び投資法人に関する法律の定めに

よって、ファンドの決算時（年2回以上決算があるファンドについては年2回）および償還時に委託会社（運用

会社）が作成し、取扱販売会社を通じて受益者に送られます。運用報告書には、設定来の運用経過、

投資環境の説明、組入れ有価証券の明細など、運用状況についての情報が記載されています。

解約価額（かいやくかがく）

途中解約する際に用いる価額で、解約金は解約口数に解約価額を乗じて計算されます。解約価額はファ

ンドの基準価額から信託財産留保額を差引いた価額になります。ただし、信託財産留保額がないファンド

では基準価額と同じ価額となります。

株式投資信託（かぶしきとうししんたく）

投資信託の分類の一つです。一般的には株式を主な投資対象とするファンドを指しますが、約款上で株

式を少しでも組入れることが可能なファンドは株式投資信託に分類されます。したがって、主に公社債に投

資するファンドであっても、株式投資信託に分類される場合があります。

為替ヘッジ（かわせヘッジ）

外貨保有に伴う為替リスクを為替予約取引等を活用することにより回避または低減する行為をいいます。

為替ヘッジを行う場合には、ヘッジ対象となる通貨と日本円の金利差に相当するヘッジ・コストまたはプレミ

アムが生じるため、海外の金利が日本の金利よりも高い場合であっても、直接享受することはできなくなりま

す。



＜投資信託用語集＞

投資信託用語集（２）投資信託用語集（２）投資信託用語集（２）投資信託用語集（２）投資信託用語集（２）投資信託用語集（２）投資信託用語集（２）投資信託用語集（２）

基準価額（きじゅんかがく）

ファンドの時価を表すものです。基準価額は、その日のファンドの純資産総額を総口数で割って計算され、日々

変動します。一般的に、当初1口が1万円のファンドは1口当たりの価額、当初1口が1円のファンドは1万口

当たりの価額で表示されます。

受託銀行（じゅたくぎんこう）

ファンドの信託財産を保管・管理する信託銀行を指します。

信託報酬（しんたくほうしゅう）

信託財産から、ファンドの運営にかかわる委託会社等に対して支払われる報酬です。信託報酬は、通常、

日々の純資産総額に対して定率で差引かれます。委託会社のファンド運用に対する報酬、販売会社の収

益分配金や償還金の支払等代行業務に対する報酬、受託銀行のファンド管理・保管に対する報酬などが

含まれます。料率の内訳は目論見書に記載されています。

取扱販売会社（とりあつかいはんばいがいしゃ）

主にファンドの募集・販売の取扱い、解約請求の受付、分配金・償還金・解約金の支払いなどを行う金融

機関を指します。



 

＜信託約款＞ 

信託約款 
 

追加型証券投資信託 

techWIN ゴールドマン・サックス・テクノロジー戦略ファンド 

（2004 年 2 月 18 日） 

 

運用の基本方針 

 

 

 約款第 21 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 

 

1. 基本方針 

 この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 

 

2. 運用方法 

(1) 投資対象 

 日本の株式およびその他アジア・オセアニア諸国の株式を主要投資対象とします。 

(2) 運用方針 

① 主として日本およびその他アジア・オセアニア諸国 (オーストラリア、中国、香港、イン

ド、インドネシア、韓国、マレーシア、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、シンガ

ポール、スリランカ、台湾、タイ等)のテクノロジー関連企業の上場/店頭登録株式(こ

れに準ずるものを含みます。)に投資し、原則として、その組入れ比率は高位に保ち

ます(ただし、投資環境等により、当該株式の組入れ比率を引き下げる場合もありま

す。)。ここでいう｢テクノロジー関連企業｣とは、技術進歩や技術改良につながる、ま

たこれらから恩恵を受ける可能性のある商品、サービス等の提供、利用あるいは開

発に従事しているとファンド・マネージャーが判断する企業のことで、具体的には家

電、通信機器、半導体/半導体製造装置、電子部品、精密機器、ソフトウェア、

通信/インターネット、メディア/コンテンツ等の産業において製品またはサービスの開

発、製造、販売等を行う企業をいいます。 

② 日本企業の株式と日本以外のアジア・オセアニア企業の株式への投資比率は、市

場の時価総額等を考慮して、委託者およびゴールドマン・サックス (シンガポール) 

ピー・ティー・イーの運用チームにより構成された資産配分委員会にて決定します。 

③ 投資対象国市場への直接投資に加えて、海外の証券取引所等において取引され

ている投資対象国企業の株式等にも投資します。 

④ 中長期的視点から各市場の企業業績見通しに重点を置き、金利の水準やその方

向性、株価収益率等を考慮し、市場期待収益率の予測値も参考にしながら投資

先企業の地域配分比率を決定します。 

⑤ 投資対象会社への会社訪問や工場見学等による直接調査の上、ファンダメンタル

ズ分析に基づいて個別銘柄の組入れを決定します。組入れ銘柄の選択に際して

は、(1)資本効率が高いまたは改善していること、(2)経営陣の質およびその能力が高
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いこと、(3)平均以上の成長率を中長期的に維持できると見込まれること等を主な

評価ポイントとします。 

⑥ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができな

い場合があります。 

⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお

よび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、

有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通

貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引なら

びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価

証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係

る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引 (以下｢有価証券先物

取引等｣といいます。)を行うことができます。 

⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお

よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異

なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引 (以下｢スワップ取

引｣といいます。)を行うことができます。 

⑨ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお

よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと

ができます。 

⑩ 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において

一部解約金の支払い資金に不足額が生じるときは、資金借り入れを行うことがで

き、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることができます。 

⑪ ゴールドマン・サックス (シンガポール) ピー・ティー・イー に日本を除くアジア・オセアニア

株式(その指数先物が含まれます。)および通貨の運用の指図に関する権限を委託

します。 

(3) 投資制限 

① 株式への投資割合には制限を設けません。 

② 外貨建資産への投資については、特に制限を設けません。 

③ デリバティブおよび外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 

④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託

財産の純資産総額の 20％以下とします。 

⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

10％以下とします。 

⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時に

おいて信託財産の純資産総額の 5％以下とします。 

⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。 

⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち商法第 341 条ノ 3 第 1

項第 7 号および第 8 号の定めがあるものへの投資割合は、取得時において信託財

産の純資産総額の 10％以下とします。 



 

＜信託約款＞ 

3. 収益分配方針 

 年 2 回決算を行い、毎計算期末(毎年 5 月 15 日および 11 月15 日。ただし、休業日の場

合は翌営業日。)に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 

① 長期的な信託財産の成長に資するため、収益分配金は少額に抑えることを基本方針と

します。 

② 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買損益 (評価損益も含みま

す。)等の範囲内とします。 

③ 分配金額は、委託者が収益分配方針に従って基準価額水準、市場動向等を勘案して

決定します。基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないこともあります。ま

た、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うことがあります。 

④ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、元本部

分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。 
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追加型証券投資信託 

techWIN ゴールドマン・サックス・テクノロジー戦略ファンド 

信託約款 

 

 

(信託の種類、委託者および受託者) 

第 1 条  この信託は、証券投資信託であり、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を委

託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者とします。 

 

(信託事務の委託) 

第 1 条の 2 受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一

部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業

務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。 

 

(信託の目的および金額) 

第 2 条  委託者は、金 50 億～5,000 億円1を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこ

れを引き受けます。 

 

(信託金の限度額) 

第 3 条  委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができま

す。 

②  追加信託が行われたときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。 

③  委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度額を変更することができます。 

 

(信託期間) 

第 4 条  この信託の期間は、信託契約締結日から第 54 条第 7 項、第 55 条第 1 項、第 56 条、第

57 条第 1 項または第 59 条第 2 項の規定による信託終了日または信託契約解約の日までと

します。 

 

(募集の方法、受益証券の取得申込みの勧誘の種類) 

第 5 条  委託者は、この信託について、証券取引法第 2 条第 3 項第1 号に掲げる募集を行います。 

②  この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、投資信託及び投資法人に関する法律

第 2 条第13 項で定める公募により行われます。 

 

(当初の受益者) 

第 6 条  この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証券取

得申込者とし、第 7 条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者

に帰属します。 

                         
1 5,000 億円を上限とします。ただし、50 億円に満たない場合は、委託者の裁量により設定を中止することがあります。 
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(受益権の分割および再分割) 

第 7 条  委託者は、第 2 条の規定による受益権については、50 億～5,000 億口2に、追加信託によっ

て生じた受益権については、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均

等に分割します。 

②  委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 

③  前項の規定により受益権の再分割を行った場合には、委託者はその旨を遅滞なく受益者に

対して公告します。 

 

(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法) 

第 8 条  追加信託は、原則として毎営業日にこれを行うものとします。追加信託金は、追加信託を行

う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益証券の口数を乗じた額とします。 

②  この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券および

第 27 条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に

従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下｢純資産総

額｣といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産

(外国通貨表示の有価証券(以下｢外貨建有価証券｣といいます。)、預金その他の資産をいい

ます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相

場の仲値によって計算します。 

③  第 34 条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売

買相場の仲値によるものとします。 

 

(信託日時の異なる受益権の内容) 

第 9 条  この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

 

(受益証券の発行および種類) 

第 10 条  委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権を表示する無記名式の受益証券を発行

します。 

②  委託者が発行する受益証券は、1 口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。 

 

(受益証券の発行についての受託者の認証) 

第 11 条  委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託

約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。 

②  前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによっ

て行います。 

 

(受益証券の申込単位および価額等) 

第 12 条  委託者の指定する証券会社(証券取引法第 2 条第 9 項に規定する証券会社をいい、外国

証券業者に関する法律第 2 条第 2 号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)およ

び登録金融機関(証券取引法第 65 条の 2 第 3 項に規定する登録金融機関をいいます。以

下同じ。)は、第 10 条の規定により発行される受益証券を、その取得申込者に対し、毎営業

                         
2 5,000 億口を上限とし、第 2 条の信託金を 1 口 1 円で計算した口数とします。 
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日において、1 万口以上 1 万口単位をもって取得の申込に応じることができるものとします。ただ

し、委託者の指定する証券会社または登録金融機関と別に定める techWIN ゴールドマン・サッ

クス・テクノロジー戦略ファンド自動けいぞく投資約款 (別の名称で同様の権利義務を規定する

約款を含みます。)にしたがって契約(以下｢別に定める契約｣といいます。)を結んだ取得申込者

に限り、1 万円(またはこれを超えて当該証券会社もしくは登録金融機関が別途定める金額)以

上 1 円単位をもって取得の申込みに応じることができるものとします。なお、シンガポール証券取

引所またはシンガポールの銀行が休業日の場合は、追加信託の申込みを受付けないものとしま

す。ただし、第 51 条第 2 項に規定する収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申込みに

限ってこれを受付けるものとします。 

②  前項の受益証券の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、当該基準価額に

3.0％を上限として委託者の指定する証券会社および登録金融機関が定める率を乗じて得た

手数料ならびに当該手数料に対する消費税および地方消費税 (以下｢消費税等｣といいます。)

に相当する金額を加算した価額とします。 

③  前 2 項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する

場合は、1 口の整数倍をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。その場合の受

益証券の価額は、原則として第 46 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 

④  前各項の規定にかかわらず、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、証券取

引所における取引の中止、外国為替取引の停止その他合理的な事情（コンピューターの誤作

動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準

価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。）があると委託者が判断したとき

は、受益証券の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みを取消

すことができます。 

 

(受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続) 

第 13 条  委託者は、受益者が委託者の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益証券と

引き換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引き換えに無記名式の受益証

券を交付します。 

②  記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続によって名義書換を委託者に請求す

ることができます。 

③  前項の規定による名義書換の手続は、第 46 条に規定する毎計算期間の末日の翌日から

15 日間停止します。 

 

(記名式の受益証券譲渡の対抗要件) 

第 14 条  記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換によらなければ、委託者および受

託者に対抗することができません。 

 

(無記名式の受益証券の再交付) 

第 15 条  委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、当該受益証券の公示催告による除

権判決の謄本を添え、委託者の定める手続により再交付を請求したときは、無記名式の受益

証券を再交付します。 
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(記名式の受益証券の再交付) 

第 16 条  委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続によって再交付を

請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。 

 

(受益証券を毀損した場合等の再交付) 

第 17 条  委託者は、受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え再交付を請求したと

きは、委託者の定める手続により受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいとき

は、前 2 条の規定を準用します。 

 

(受益証券の再交付の費用) 

第 18 条  委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。 

 

(投資の対象とする資産の種類) 

第 18 条の 2 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。  

1. 次に掲げる特定資産(｢特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第

1 項で定めるものをいいます。以下同じ。) 

ｲ. 有価証券 

ﾛ. 有価証券指数等先物取引に係る権利 

ﾊ. 有価証券オプション取引に係る権利 

ﾆ. 外国市場証券先物取引に係る権利 

ﾎ. 有価証券店頭オプション取引に係る権利 

ﾍ.  金銭債権 

ﾄ． 約束手形(証券取引法第 2 条第 1 項第 8 号に掲げるものを除きます。) 

ﾁ. 金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と

将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭

の授受を約する取引またはこれに類似する取引として、投資信託及び投資法人に関

する法律施行規則第 4 条各号に規定するもののうち、次に掲げるもの 

   a.  金利先渡取引に係る権利 

      b. 為替先渡取引に係る権利 

      c. 為替および金利に係るスワップ取引に係る権利 

ﾘ. 金銭を信託する信託の受益権のうち、有価証券の性質を有しないもの 

2. 次に掲げる特定資産以外の資産 

ｲ. 外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引に係る権利 

ﾛ. 為替手形 

ﾊ. 抵当証券 

 

(運用の指図範囲等) 

第 19 条  委託者(第 22 条に規定する委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含み

ます。以下関連する限度において同じ。)は、信託金を、主として次の有価証券に投資すること

を指図します。 

1. 株券または新株引受権証書 

2. 国債証券 
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3. 地方債証券 

4. 特別の法律により法人の発行する債券 

5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下｢分離

型新株引受権付社債券｣といいます。)の新株引受権証券を除きます。) 

6. 特定目的会社に係る特定社債券(証券取引法第 2 条第 1 項第 3 号の 2 で定めるもの

をいいます。) 

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 5

号で定めるものをいいます。) 

8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(証券

取引法第 2 条第1 項第 5 号の 2 で定めるものをいいます。) 

9. 特定目的会社に係る優先出資証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 5 号の 3 で定めるも

のをいいます。) 

10. コマーシャル・ペーパー 

11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同

じ。)および新株予約権証券 

12. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を

有するもの 

13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定める

ものをいいます。) 

14. 投資証券または外国投資証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号の 2 で定めるものを

いいます。) 

15. 外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいま

す。) 

16. オプションを表示する証券または証書(証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号の 2 で定める

ものをいいます。) 

17. 預託証書(証券取引法第 2 条第1 項第 10 号の 3 で定めるものをいいます。) 

18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19. 貸付債権信託受益権(証券取引法第 2 条第 2 項第1 号で定めるものをいいます。) 

20. 外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

 なお、第 1 号の証券または証書、第 12 号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第 1 号

の証券または証書の性質を有するものを以下｢株式｣といい、第 2 号から第 6 号までの証券およ

び第 12 号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第 2 号から第 6 号までの証券の性質を有

するものを以下｢公社債｣といい、第 13 号の証券および第 14 号の証券を以下｢投資信託証

券｣といいます。 

②  委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用するこ

とを指図することができます。 

1. 預  金 

2. 指定金銭信託 

3. コール・ローン 

4. 手形割引市場において売買される手形 

5. 抵当証券 



 

＜信託約款＞ 

③  第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応

等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品に

より運用することの指図ができます。 

④  委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の

100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑤  委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信

託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。 

 

(信託財産相互間取引等) 

第 20 条  委託者は、法令上認められる場合に限り、次に掲げる取引を行うことを受託者に指図すること

ができます。 

1. 信託財産と自ら運用を行う他の信託財産との間の取引 

2. 信託財産と(i)委託者の利害関係人等である投資顧問業者の営む投資顧問業に係る顧

客または(ii)かかる投資顧問業者が締結した投資一任契約に係る顧客との間の取引 

 

(運用の基本方針) 

第 21 条  委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指

図を行います。 

 

(運用の権限委託) 

第 22 条  委託者は、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。 

商  号： ゴールドマン・サックス (シンガポール) ピー・ティー・イー 

所 在 地： シンガポール 

委託内容： 日本を除くアジア・オセアニア株式 (その指数先物が含まれます。)および通貨の

運用 

②  前項の委託を受けた者が受ける報酬は、別に定める取り決めに基づき当事者間で支払われ

るものとし、信託財産からの直接的な支弁は行いません。 

③  第 1 項の規定にかかわらず、第 1 項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、この信

託約款の違反となる運用の指図に関する権限の行使をした場合、信託財産に重大な損失を

生ぜしめた場合、その他の理由により必要と認められる場合には、委託者は、運用の指図に関

する権限の委託を中止し、またはその委託内容を変更することができます。 

 

(投資する株式等の範囲) 

第 23 条  委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券

取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において

取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割

当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあり

ません。 

②  前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式新株引受権証券および新株予

約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者

が投資することを指図することができるものとします。 

(同一銘柄の株式等への投資制限) 



 

＜信託約款＞ 

第 24 条  委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の

純資産総額の 100 分の10 を超えることとなる投資の指図をしません。 

②  委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約

権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図

をしません。 

 

(信用取引の指図および範囲) 

第 25 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの

指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻しに

より行うことの指図をすることができるものとします。 

②  前項の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額

の範囲内である場合においてできるものとします。 

③  信託財産の一部解約等の事由により前項の売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純

資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の

一部を決済するための指図をするものとします。 

 

(公社債の空売りの指図および範囲) 

第 26 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財

産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済につ

いては、公社債 (信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買戻しにより

行うことの指図をすることができるものとします。 

②  前項の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の

範囲内である場合においてできるものとします。 

③  信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付にかかる公社債の時価の総額が信託財

産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する

売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。 

 

(公社債の借入れの指図および範囲) 

第 27 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで

きます。 

②  前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲

内である場合においてできるものとします。 

③  信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価の総額が信託

財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当す

る借入れた公社債の一部を決済するための指図をするものとします。 

④  第 1 項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。 

 

(先物取引等の運用指図) 

第 28 条  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを

回避するため、わが国の証券取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物

取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取



 

＜信託約款＞ 

引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱う

ものとします(以下同じ。)。 

②  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを

回避するため、わが国の取引所等における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所等に

おける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 

③  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを

回避するため、わが国の取引所等における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに

外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 

 

(スワップ取引の運用指図) 

第 29 条  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお

よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り

金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下｢スワップ取引｣といいます。)を行うこと

の指図をすることができます。 

②  スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 4 条に定める信託

期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに

ついてはこの限りではありません。 

③  スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で

評価するものとします。 

④  委託者は、スワップ取引を行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと

します。 

 

(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図) 

第 30 条  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお

よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をす

ることができます。 

②  金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として

第 4 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全

部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 

③  金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等

をもとに算出した価額で評価するものとします。 

④  委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり必要と認めたときは、担保の受

入れの指図を行うものとします。 

 

(同一銘柄の転換社債等への投資制限) 

第 31 条  委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付

社債のうち商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがあるものの時価総額が、

信託財産の純資産総額の 100 分の10 を超えることとなる投資の指図をしません。 

 

(有価証券の貸付の指図および範囲) 

第 32 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債に

つき次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。 
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1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株

式の時価合計額の 50％を超えないものとします。 

2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産

で保有する公社債の額面金額の合計額の 50％を超えないものとします。 

②  前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に

相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

③  委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと

します。 

 

(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限) 

第 33 条  外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め

られる場合には、制約されることがあります。 

 

(外国為替予約の運用指図) 

第 34 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産

についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。 

②  前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額と

の差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託

財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につい

ては、この限りではありません。 

③  前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相

当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま

す。 

 

(保管業務の委任) 

第 35 条  受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その

業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任する

ことができます。 

②  保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。 

 

(有価証券等の保管) 

第 36 条  受託者は、信託財産に属する有価証券を、保管振替機関等に預託し保管させることができ

ます。 

②  受託者は、信託財産に属する抵当証券を、抵当証券業の規制等に関する法律関係法令

等に基づき、財団法人抵当証券保管機構に預託し保管させることができます。 

 

(混蔵寄託) 

第 37 条  金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決

済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペー

パーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関また

は証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。 

 



 

＜信託約款＞ 

第 38 条  [削除] 

 

(信託財産の表示および記載の省略) 

第 39 条  信託財産に属する有価証券については、実務上可能であり、かつ委託者または受託者が必

要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。 

 

(有価証券売却等の指図) 

第 40 条  委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 

 

(再投資の指図) 

第 41 条  委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配

金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指

図ができます。 

 

(資金の借入れ) 

第 42 条  委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う

支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま

す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金

借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度

において融資枠の設定を受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価

証券等の運用は行わないものとします。 

②  一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日

から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支

払開始日から信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間または受益者への

解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までが 5 営業

日以内である場合のその期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解

約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。 

③  収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からそ

の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

④  借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

 

(担保権設定にかかる確認的規定) 

第 43 条  委託者は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、信託財産における

特定の資産につき、公社債の借入れ、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、為替予

約取引、資金の借入れその他の取引により信託財産の負担する債務を担保するため、日本法

または外国法に基づく担保権の設定（現金を預託して相殺権を与えることを含みます。）の指図

をすることができ、また、これに伴い適用法上当該担保権の効力を発生させ、または対抗要件を

具備するために必要となる契約の締結、登記、登録、引渡しその他一切の行為を行うことの指

図をすることができます。 

②  担保権の設定に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。 
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(損益の帰属) 

第 44 条  委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰

属します。 

 

(受託者等による資金の立替え) 

第 45 条  信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合

で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 

②  信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる

利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうる

ものがあるときは、委託者、受託者または第三者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることが

できます。 

③  前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別に

これを定めます。ただし、前 2 項の立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁

します。 

 

(信託の計算期間) 

第 46 条  この信託の計算期間は、毎年 5 月 16 日から 11 月 15 日および 11 月 16 日から翌年 5 月

15 日までとすることを原則とします。なお、第 1 計算期間は平成 12 年 5 月 31 日から平成 12

年 11月 15 日までとします。 

②  前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各

計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算

期間が開始されるものとします。 

 

(信託財産に関する報告) 

第 47 条  受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委

託者に提出します。 

②  受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを

委託者に提出します。 

 

(信託事務の諸費用) 

第 48 条  信託事務の処理等に要する諸費用 (監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費

用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益証券の管理事務に関連する費用、受益証券作

成に関する費用等を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。信託財

産に関する租税についても、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。信託事務の処

理等に要する諸費用、信託財産に関する租税、受託者等の立替えた立替金の利息およびそ

の他信託財産に関する費用(信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金

額を除きます。)を、以下｢諸経費｣と総称します。 

②  委託者は、前項に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払を信託財産のために行

い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合委託者は、現に信託財産

のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができ

ます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあら
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かじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託

財産からその支弁を受けることもできます。 

③  前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の

規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託者が定めた範囲内でかかる上

限、固定率または固定金額を変更することができます。 

④  第 2 項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、第 46

条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる

諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 

 

(信託報酬の額および支弁の方法) 

第 49 条  委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 46 条に規定する計算期間を通じて毎日、信

託財産の純資産総額に年 10,000 分の190 の率を乗じて得た額とします。 

②  前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、

委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 

③  第 1 項の信託報酬に対する消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産

中から支弁します。 

 

(収益の分配) 

第 50 条  信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

1. 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を

控除した額 (以下｢配当等収益｣といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報

酬に対する消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することがで

きます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立て

ることができます。 

2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下｢売買益｣といいます。)は、諸経費、信

託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金

のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。

なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 

②  毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 

 

(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い) 

第 51 条  収益分配金は、毎計算期間の終了日後 1 ヶ月以内の委託者の指定する日から収益分配

金交付票と引き換えに委託者の指定する証券会社および登録金融機関を通じて受益者に支

払います。 

②  前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対

しては、委託者は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を委託者の

指定する証券会社および登録金融機関に交付します。この場合、委託者の指定する証券会

社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の

取得の申込に応じるものとします。 

③  委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者がその有する受益証券の全部

もしくは一部の口数について、あらかじめ計算期間を指定し、前項の収益分配金の再投資にか

かる受益証券の取得申込を中止することを申し出た場合においては、前項の規定にかかわら
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ず、当該受益証券に帰属する収益分配金を当該計算期間終了の都度受益者に支払うことが

できます。 

④  償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。

以下同じ。)は、信託終了日後 1 ヶ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換えに委

託者の指定する証券会社および登録金融機関を通じて受益者に支払います。 

⑤  一部解約金は、第 54 条第 1 項(同条第 5 項が適用される場合は同条第 6 項)に定める一

部解約の実行の請求日から起算して、原則として 5 営業日目から委託者の指定する証券会

社および登録金融機関を通じて受益者に支払います。 

⑥  前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する

証券会社および登録金融機関の営業所等において行うものとします。本条に定める受益者へ

の支払については、委託者は当該証券会社または登録金融機関に対する支払をもって免責さ

れるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金

は、源泉徴収されるべき税額 (および委託者が一定期間経過後当該証券会社または登録金

融機関より回収した金額があればその金額 )を除き、受益者の計算に属する金銭となるものとし

ます。 

⑦  収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金(所得税法施行令第 27 条の

規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をいいます。)は、

原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算され、追加信託のつど

当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。本項に規定する｢各

受益者毎の信託時の受益証券の価額等｣とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益証

券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるも

のとします。 

⑧  記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、第 1 項の場

合には収益分配金交付票に、第 4 項および第 5 項の場合には受益証券に、記名し届出印を

押捺するものとします。 

⑨  委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益

分配金および償還金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情が

あっても、そのために生じた損害について、その責を負わないものとします。 

⑩  この信託約款の他の規定にかかわらず、万一委託者の指定する証券会社または登録金融機

関が本条に定める受益者への支払を怠ったことにより委託者が損害を被った場合には、委託者

に過失がない場合に限り、受託者の承諾を得て委託者は信託財産よりその損害の賠償を受け

ることができます(なお、信託財産より委託者に損害賠償を行った結果、受託者が損害賠償請

求された場合、信託財産よりその損害の賠償を受けることができます。)。 

 

(収益分配金および償還金の時効) 

第 52 条  受益者が、収益分配金については前条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払

いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金について前条第 4 項に規定する支払開始

日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を

受けた金銭は、委託者に帰属します。 
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(収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責 ) 

第 53 条  受託者は、収益分配金については第 51 条第 1 項に規定する支払開始日の前日および第

51 条第 2 項に規定する交付開始前までに、償還金については第 51 条第 4 項に規定する支

払開始日の前日までに、一部解約金については第 51 条第 5 項に規定する支払日までに、そ

の全額を委託者に交付します。 

②  受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した

後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

 

(信託の一部解約) 

第 54 条  受益者は、第 2 項に定める場合を除き毎営業日において、自己の有する受益証券につき、

委託者に当該営業日を一部解約実行の請求日として、1 万口単位(別に定める契約にかかる

受益証券については1 口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。 

②  委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を

解約します。ただし、シンガポール証券取引所またはシンガポールの銀行が休業日の場合は、一

部解約の実行の請求を受け付けないものとします。 

③  第 1 項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該

基準価額に 0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。 

④  受益者が、第 1 項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する証券会社また

は登録金融機関に対し、受益証券をもって行うものとします。 

⑤  委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(コ

ンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、

計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があるときは、第

1 項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の

実行の請求を保留または取消すことができます。 

⑥  前項により一部解約の実行の請求の受付が中止され、またはすでに受け付けた一部解約の

実行の請求が保留された場合には、受益者は当該受付中止または保留以前に行った当日の

一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回

しない場合には、当該受益証券の一部解約の価額は、当該受付中止または保留を解除した

後の最初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求日として第 3 項の規定に準じて計算

された価額とします。 

⑦  委託者は、信託契約の一部を解約することにより、この信託にかかる受益権の総口数が 50

億口を下回ることとなった場合には、受託者と協議のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることに

より、この信託契約を解約し、この信託を終了させることができます。 

⑧  委託者は、前項の事項について、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に対して

書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を

行いません。 

⑨  次条第 3 項から第 6 項までの規定は、前項の場合にこれを準用します。この場合において、

次条第 4 項中「第 1 項」とあるのは「第 54 条第 7 項」と読み替えます。 

 

(信託契約の解約) 

第 55 条  委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると

認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を
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解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しよう

とする旨を監督官庁に届け出ます。 

②  委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記

載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契

約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

③  前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異

議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④  前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の

一を超えるときは、第 1 項の信託契約の解約をしません。 

⑤  委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公

告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全

ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

⑥  第 3 項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい

る場合であって、第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと

が困難な場合には適用しません。 

 

(信託契約に関する監督官庁の命令) 

第 56 条  委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、

信託契約を解約し信託を終了させます。 

 ②  委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 60 条の

規定にしたがいます。 

 

(委託者の認可取消等に伴う取扱い) 

第 57 条  委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、

委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託

委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 60 条第 4 項に該当する場合を除き、

当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。 

 

(委託者の営業の譲渡および承継に伴う取扱い) 

第 58 条  委託者は、投資信託委託業者の営業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、こ

の信託契約に関する営業を譲渡することがあります。 

②  委託者は、分割により営業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契

約に関する営業を承継させることがあります。 

 

(受託者の辞任および解任に伴う取扱い) 

第 59 条  受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は

第 60 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。 

②  委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了さ

せます。 



 

＜信託約款＞ 

③  委託者は、受託者につき以下の事由が生じた場合、受益者の利益のため必要と認めるとき

は、法令に従い受託者を解任することができます。受託者の解任に伴う取扱いについては、前 2

項に定める受託者の辞任に伴う取扱いに準じます。 

1. 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もし

くは特別清算開始の申立があったとき。 

2. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

3. 受託者の財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 

4. 受託者が本信託約款上の重大な義務の履行を怠ったとき。 

5. その他委託者の合理的な判断において、受託者の信用力が著しく低下し、委託者による

信託財産の運用または受託者による信託財産の保管に支障をきたすと認められるとき。 

④  本条に基づき受託者が辞任しまたは解任されたまたは解任されうる場合において、委託者が

本信託約款に定める受託者の義務を適切に履行する能力ある新受託者を選任することが不

可能または困難であるときは、委託者は解任権を行使する義務も新受託者を選任する義務も

負いません。委託者は、本条に基づく受託者の解任または新受託者の選任についての判断を

誠実に行うよう努めるものとしますが、かかる判断の結果解任されなかった受託者または選任さ

れた新受託者が倒産等により本信託約款に定める受託者の義務を履行できなくなった場合に

は、委託者は、当該判断時において悪意であった場合を除き、これによって生じた損害について

受益者に対し責任を負いません。 

 

(信託約款の変更) 

第 60 条  委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、または正当な理由があるときは、受託者と

合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨および

その内容を監督官庁に届け出ます。 

②  委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようと

する旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知ら

れたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を

交付したときは、原則として、公告を行いません。 

③  前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異

議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④  前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の

一を超えるときは、第 1 項の信託約款の変更をしません。 

⑤  委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公

告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべ

ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

 

（反対者の買取請求権） 

第 60 条の 2  第 55 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合

において、第 55 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べ

た受益者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 30 条の 2 の規定に基づき、受益証

券の買取りを請求することができます。 

 

 



 

＜信託約款＞ 

(公  告) 

第 61 条  委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

 

(信託約款に関する疑義の取扱い) 

第 62 条  この信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 

 

 上記条項により信託契約を締結します。 

 

 

  信託契約締結日  平成 12 年 5 月 31 日 

 

 

委託者 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 

 

受託者 みずほ信託銀行株式会社 
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